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（０）本業務の背景と目的、内容 

本業務の背景 

 ニセコ町は、「環境創造都市」「町⺠が環境を生かすまち」を掲げ、環境を基軸に、町⺠と
行政あるいは⺠間と行政など多様な主体・多様な連携のもと、これまで繰り返し実践してき
た「自ら考え、行動する」自治をさらに磨き上げながら、地方創生および持続可能なまちづ
くりに向けた取り組みを進めている。こうした取り組みを進める上での地域課題とその解
決の方向性について、ニセコ町は以下の様な認識を有している。 
・ 将来的な人口減少に対する備えの必要性 
・ 20 歳前後の世代の進学や就職による流出超過の抑制 
・ 住宅不足による近隣自治体への転出の抑制 
・ 地域全体での働き手不足という状況の改善 
・ 地域外への消費支出の流出（とりわけエネルギー）の抑制による域内経済循環の向上 
・ 基幹産業である観光、農業部門において付加価値をより加えることによる雇用者の所

得向上 
・ 脱炭素という政策方針と上記の対策を融合させ、地域内経済循環率を高めること 

 
 一方で、ニセコ町は「環境モデル都市」「SDGs 未来都市」にも選定されており、近年の
取り組みである「豊かな自然景観と環境を将来にわたって守り、継承してゆく」という方針
には、日本全国、および海外からも賛同と共感が寄せられている。それゆえ、食品産業を中
心とする企業がニセコに事業拠点を移したり、新たに拠点を設けるようになったり、付加価
値の高いブランド化された観光業・宿泊業がニセコ町に投資を行う流れが出てきている。こ
れらの事柄はそうした事業者へのサービスと付加価値を提供する中小企業者へと波及して
おり、商工会会員数の増加なども認められている。さらに、北海道新幹線、高速道路の整備
など大型の公共事業によるインフラ整備も進んでいることから、ニセコ町における暮らし
の魅力の向上と町⺠の地元に対する誇りにも良い影響を与えている。 
 
 こうした中、ニセコ町では新たに第６次総合計画を 「こども未来共創都市ニセコ ニセコ
町の美しい景観と自然を未来のこどもたちへ」とする基本理念で策定したばかりだが、第５
次総合計画や第２期自治創生総合戦略（現在、第３期を策定中）から引き続き、以下の施策
に重点的に取り組むとしている。 
• ニセコ町の自然環境を守る 
• みんなで学び合い、未来につなぐ 
• 地域資源を生かした産業の育成と多様な働き方による経済循環の実現 
• 交流人口、関係人口の拡大と居住環境の整備と安全・安心の暮らしやすさの向上 （ふる
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さと住⺠制度の有効活用、SDGs の文脈における企業版ふるさと納税による連携プロジ
ェクトの実施） 

• 循環するまち、持続可能なまちづくりの方向性としての『相互扶助』の精神の強化 
• まちづくり基本条例の理念でもある住⺠自治、住⺠参加と情報共有の強化 

 
このような「循環するまち」を目指すには、お互いに協力し合い、支え合いながら地域づ

くりを進めていく地域力の醸成が必要であり、ニセコ町においては 2001 年に制定した 「ま
ちづくり基本条例」にあるように、「住⺠参加」と「情報共有」の２大原則による自治のま
ちづくりを継続して実践しているところである。 

加えてこの条例においてはさまざまな分野での連携についても規定されており、「ふるさ
と住⺠」制度を運用するなど、町外からの知恵や意見をまちづくりに活用してきた。近年、
SDGs への関心が高まる中、官⺠一体となりその連携において地方創生に取り組むことの
重要性が高まり、関係人口創出の取り組みや企業版ふるさと納税をツールとした連携プロ
ジェクトの幅広い分野での展開に期待が寄せられている。 
 
 ニセコ町のまちづくりにおいては、単なる地域課題への対処ではなく、ニセコ町が持つ魅
力、機会、強みを活かし、多様なステークホルダーの連携を促すことが求められている。本
委託業務はこの趣旨において、ニセコ町のまちづくりを支援するものである。 

本業務の目的 

 本業務の目的は、「環境」「持続可能性」「多様性」をキーワードとし、『共感』に基づき異
なるステークホルダーの多様な連携を実現することにより、ニセコ町の持続可能なまちづ
くりの推進を支援することである。また、この過程で、ニセコが抱える地域課題の解決に資
する具体的な取り組みを実行することも合わせて本業務の目的とする （以下はその対象例
である） 
• 脱炭素化への行動計画でもある「環境モデル都市第２次アクションプラン」の実行に益

する取り組みを行うこと 
• 自治体 SDGs モデル事業である「NISEKO 生活モデル地区、次世代型環境配慮街区の

形成」の実行に有益な取り組みを行うこと 
 
 本業務を通じて、地方創生・SDGs の目標達成、「環境創造都市ニセコ町」「環境を生かし、
資源、経済が循環する自治のまち『サスティナブルタウンニセコ』」の実現を最終的に目指
すものである。 
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本業務の内容 

 本業務では、全国初の自治基本条例に基づく住⺠自治のまちづくりの実践、「環境モデル
都市」や「SDGs 未来都市」の取り組みなど、ニセコ町がこれまで取り組んできたまちづく
りに対し、町⺠に加え、町外のニセコファンやふるさと住⺠、関係する企業からいただいて
いる『共感』について、モデル・先導となる環境を中心とした多様な連携事業の積み重ね・
発信によりその価値を高め、さらなる『共感』による多様な連携が自発的に創発され、好循
環に結び付けることを企画したものであり、以下の各項目の実施により、多様な連携による
持続可能なまちづくり推進支援業務を行うものとする。 
• まちづくり会社を主体とした多様な連携の推進体制の運用と効果検証 
• 環境を基軸とした多様な連携のモデルとなる取り組みの検討・実証・効果検証 
• 連携事業に向けた普及促進・人材育成 
• EV を活用したシェアリングサービス交通の構築・推進 
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（１）まちづくり会社を主体とした多様な連携の推進体制の運用、効

果検証 

①ニセコハートラボ推進体制の運用 

1-1-1 ニセコハートラボの概要 

昨年度末までの検討状況 
 まちづくり会社を主体とした多様な連携の推進体制として、昨年度までの取り組み成果
となる 「ニセコハートラボ」をスタートした。これは、企業や団体との関係を構築する新し
い仕組みである。 
 さらに昨年度にはニセコハートラボの制度詳細設計、ならびに本制度の広報活動と必要
な広報媒体の作成、そしてニセコハートラボの周知活動および企業など団体との折衝を中
心とした連携コーディネート業務を行った。 
 
ニセコハートラボの目的と目指す姿 
 ニセコハートラボの目的は、ニセコ町が目指す持続可能なまちづくりの姿 ・想い・考えに
共感いただいた町内外の多様なステークホルダー（企業、団体、個人）と、技術・ノウハウ・
人的および資金的リソースを共有し、持続可能なまちづくりを推進していくことを目的と
している。具体的には、以下の３つの目指す姿を掲げている： 
 
１．共感を基軸とした連携の創発：ニセコ町が掲げるビジョンに共感する多様なステークホ
ルダーを集め、それぞれの強みを生かした連携事業を創出する。共感を起点にした連携の創
発は、単なる協力関係にとどまらず、持続可能なまちづくりの推進力となることを目指して
いく。 
 
２．地域課題の解決と価値創造：地域課題を明確化し、ニセコハートラボを通じて多様なパ
ートナーと連携することで、具体的な解決策を創出する。また、地域内外の需要を取り込み、
地域資源を生かした新たな産業の育成と地域経済の循環を促進する。とくに、脱炭素社会の
実現を見据えたエネルギー循環モデルの構築や、移住促進、関係人口の拡大に向けた取り組
みを強化していく。 
 
３．未来を見据えたまちづくりの推進：ニセコ町の豊かな自然環境を守り、次世代に継承す
るため、SDGs の理念を取り入れた次世代型のまちづくりを推進する。とくに「こども未来
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共創都市ニセコ」を実現するため、教育・福祉・環境分野における連携を強化し、未来の子
どもたちが誇りを持てるまちづくりを目指していく。 
 
本年度の取り組み 
 多様な連携の推進に向けて、前述の目的と目指す姿を踏まえて協議をしたところ、ニセコ
町が抱える課題を共に解決していくことで共感に基づいた連携が自発的に創発していく状
態を目指すことを最大の目的とし、課題の明確化や具体化していくことが体制構築および
運用していく上でもっとも重要であるという結論に至った。昨年度は、町内のステークホル
ダーに対してまちの課題の抽出に向けたヒアリング調査を行い、それらを踏まえた制度設計
を行った。本年度については、役場関連部署への幅広いヒアリングを実施し、より具体的な
まちの課題を抽出し、課題解決に向けて連携しうる企業などの調査をしていきながら、並行
して、問い合わせ、エントリー、現地およびオンラインによる対応などのコーディネート業
務を行った。これらの内容について取りまとめを行った。 

1-1-2 役場関連部署へのヒアリングによるまちの課題抽出ヒアリング 

 昨年度までの検討において、ニセコハートラボの目的は、ニセコ町の課題を解決し、ニセ
コ町をより魅力的なまちにすることへの共感を起点として、自治体や企業、団体がそれぞれ
保有する技術・ノウハウ・リソース（人材および資金）を互いに持ち寄り、ニセコ町が抱え
る課題を共に解決していくことであると定義している。それゆえ、昨年度は、ニセコ町内の
主たる事業者やまちのステークホルダー（関係者）向けに、現在の立場で感じている「まち
の課題」について、「御用聞き」という形で、個別にヒアリング調査を実施した。 
 

 本年度については、昨年度までの調査に基づく「まちの課題」の仮説をさらに精度を高め、
かつニセコハートラボの制度を用いて各役場部署との潤滑な連携体制の構築を念頭におい
た形で、ニセコ町役場関連部署への幅広いヒアリングとニセコハートラボの周知活動を実
施することとした。 
 
（1）ヒアリング目的 
 一般に、課題の抽出や言語化を進めていく上で、アンケートのような定量的な調査も有効
ではあるが、テーマが抽象的かつ幅広い場合においては、調査に当たっての仮説を策定する
ために、質的調査（インタビューや参与観察など）を行うことが有効であるとされている。 
 
 昨年度までの本事業の検討経緯において、町内の主たる事業者やまちのステークホルダ
ー向けに御用聞きという形でインタビュー調査を行ったが、本年度は昨年度の内容を踏ま
えてニセコ町役場の担当課、とくに現場レベルでの感触や意見を重視した人選を行い、昨年
同様に、個別にヒアリングを実施することとした。本ヒアリングでは、各課が抱える現状の
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課題と、企業や団体との連携を通じた解決の可能性について意見を収集し、今後の取り組み
の方向性を探ることを目的とした。 
 
 また、ニセコハートラボのような新しい概念かつ取り組みについて、役場内部での連携や
周知も事業の成功には必要不可欠であることから、「まちの課題」について役場視点での意
見を取り入れるためのヒアリングでありながら、本事業に対する巻き込みや周知活動とい
う側面も見越して個別インタビューを行った。 

今年度は総勢で８関連部署、17 名に対して、各平均して１時間以上の個別インタビュー
を実施した。 
 
（2）対象および手法 
 役場関連部署へのまちの課題に関する個別ヒアリングについては、以下の対象と方法で
実施した。 
＜対象＞ 
 昨年度のニセコハートラボの検討時には、他の委託調査事業でのアンケート調査内容を
参考に、まちの課題としていくつかのテーマを次のように挙げた： 
「住⺠参加／情報発信／情報収集」、 「商工業」、 「農業」、 「開発に対する不安」、 「観光」、 「住
環境／コミュニティ」、「教育／子育て」、「医療／福祉」、「交通」 
 これらのテーマに関連しやすい部署を中心に、ニセコ町役場がヒアリング先を選定し、各
部署との日程調整を行った。 
 
＜手順＞ 
 単純に「まちの課題は何か？」という抽象的な質問を設定し、意図と異なる回答になるこ
とを防ぐために、冒頭で本事業において検討しているパートナーシップ登録制度の概要 （案）、
目的、背景などを説明し、その上で、以下の質問項目を軸にして会話を掘り下げ、ヒアリン
グから出た意見に応じてインタビューを掘り下げていった。ヒアリング先への依頼文と兼
ねたニセコハートラボの説明資料を添付する。 
 
＜質問項目（例）＞ 
• 検討中の本制度の概要と今後の見通しについて説明した上での質疑、および意見交換。

本制度によって期待できると感じたこと （多様な連携により解決できそうな／解決して
いきたい課題や内容、連携をしたい企業や業種など） 

• 役場担当者の立場から見て感じる現状のニセコ町の課題について 
• 一町⺠として感じる現状のニセコ町の課題について 
• 多様な連携が広がった先にある理想的なニセコ町やまちのイメージについて 
• その他、各役場担当者などの意見を踏まえた個別の質疑、および意見交換 
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図：役場関連部署へまちの課題ヒアリング時に使用した依頼文章 
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（3）結果 
 各役場担当者の回答には機密情報、および個人情報を含むため、議事録のような形での詳
細な調査結果の開示はできないが、インタビュー結果の概要や抜粋を掲載する。なお、個人
の特定がなされないよう固有名詞を省き、大まかな数字へと意図的に改変するなど趣旨が
変わらない範囲で一部の情報を修正している。 
 その上で「まちの課題」として出た意見と、本制度に関する意見の２つに分け、それぞれ
近いテーマごとに集約した。 
 
■まちの課題についての見解（各課からヒアリングした内容の一部を抜粋） 
＜総合教育課＞ 
• 部活動の地域移行に伴う部活の顧問体制が目下の課題。来年度から休日は学校業務外

として扱っていく必要があり、まず中学校から新体制で進めていくことを考えている。
現在のように教員が顧問をしても良いが、学校の教員という立場ではなく、あくまで外
部の指導者という立場でお金をもらってやる何らかの枠組みが必要。 

• 現在の中学校の部活動はいくつかあるが、現状はほとんどが中学校の先生が指導してい
る。 

• 指導者の確保と同時にチームスポーツについては部員集めも必要である。そのために
も、とくに基礎自治体の枠を超えた広域連携で指導者派遣を行う取り組みは必要であ
ると認識している。 

• 小学校と中学校を組み合わせた体制は可能性として十分にある。いずれにしても、地域
のクラブチームという位置づけで、学校の部活動とは切り離していくことも視野に入れ
ている。また、最終的には子どもたちのみならず、地域の大人も含めて参加ができるよ
うな団体、運営組織ができると良いと考えているが、具体的な実現に向けた議論はこれ
からである。 

• 部活動以外の放課後の学習などにおいても、塾や公営塾のような仕組みを整備して、学
校だけが子どもの教育を担うのではなく、地域や家庭を含めた学校以外の受け皿を整
備していく必要があると感じている 

• それゆえ、これらの部活動の地域移行については、先生方の働き方改革の取り組みでは
なく、子どもの教育についてのあり方の議論だと捉えている。学校だけではなく、地域
や企業も含めて一緒にやっていく方針から組み立てていきたい。現状では、学校にすべ
て任せるといった意見も根強いが、例えば、部活や大会運営なども、地域の団体や企業
にバックアップしてもらえるような状態ができると良い。ただし、企業などが参画する
仕組みなどは具体化ができていない状況 

• 今後、オンラインによる部活動指導も取り入れるとなれば、追加で費用が発生するが、
これまでの部活動指導は善意の無償で行ってきたため、受益者負担の観点からも保護
者が負担するべきであることを考慮しないといけない 
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• 体育会系の部活動に限らず、音楽や美術といった芸術分野の部活動も、ニセコであれば
指導できる大人はいるはずなので、強化していきたい。一方で、子どもたちの部活を指
導するだけの収入では十分な額が確保できないのが悩ましい （外部指導員だと、年間で
も 10 万円程度、時給では 1,000 円いかないのが実情。ただし、以前と比べて土日終日
ではないので拘束時間は減っている） 

• 部活動の遠征や大会参加時の交通手段についても、親や保護者が担っているが、自治体
でバスを持つなどした支援も検討したい。また、遠征や大会ではなく日常から子どもた
ちの習い事の移動手段はニセコ町では課題である 

• 子どもの居場所という意味でも、少年団などもあるが、移動手段が課題である。また、
学校終了後の待機場所がないのも悩ましい 

• 公営塾として、ミニチャレの取り組みは放課後教室のようなものであり、推進はしてい
る。この取り組みについて企業と連携を深めていきたい 

 
＜保健福祉課＞ 
• 高齢者の見守りの仕組みが課題である。現状、人力で対応しているので負担になってい

る。また、何か異常がないと訪問するきっかけやタイミングがないため、普段からの対
応という意味では、見守りのカメラや何らかの異常を察知する仕組みがあると良い 

• 社協で見守りする対象は現在 20 名程度が登録しているが、そもそも登録されていない
方であっても、見守りするべき人数は多いと感じている。こうした登録も自分で登録を
するのではなく、自動的に登録されていく仕組みが必要。今は、とくに拒絶がない方に
対しては、ヘルパーさんがプッシュ型で個別訪問している状況もある 

• 緊急通報サービスは現状でも導入しているが、利用者は減少している。また、あくまで
緊急通報のため、自動的に通知する仕組みも必要と感じているが、金銭的にハードルが
高いこともあり導入まで至っていない 

• 買い物支援なども課題である。現状、宅配サービスや定期購買のサービスを使っている
が、個別に毎回注文しないといけないため気軽に買い物がしにくい。また町内の事業者
の中には、お店で買った商品を宅配してくれるサービスもあり大変ありがたいが、事業
者の重荷になっているのも事実である 

• 上記の観点もあり、郊外に住まれている独居老人の方が、市街地の公営住宅に住み替え
される方も多くなっているが、一方で、リゾートエリアでペンションなどを経営されて
いた方はそれを売って、ニセコ町外に移住される方も多い。本人の意向次第ではあるが、
中にはニセコで余生を過ごしたいという声もありつつ、仕方なく町外に出ていかれる
方もいるので、なるべく居宅介護を進める方針だが、実現できていない部分がある 

• 公営住宅にも見守り機能が標準である住宅が増えると良いが、体制含めて実現できて
いない 

• 子どもに対するヘルパーさん、子育て世帯向けのサポート、障害のある方のヘルパーさ
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んは課題であり、そうした方の移動時の交通手段も課題である 
• デイサービス利用者も増えているが、そうしたサービスを利用する手前の方が気軽に

集まれるサロンや施設があると良いが、現状では場所がない 
 
＜こども未来課＞ 
• 各所での慢性的な人手不足が課題である。財源確保をして、募集もしているが、実際に

採用できる人がいないのが実情で、個人の伝手や地域おこし協力隊頼みになってしま
っている 

• 幼児センターと子ども館の両方で人手が不足している状況。いま在籍している職員も
高齢化が進んでいるのが⻑年の課題である 

• 背景として、ニセコはとくに子どもが増えている実情があるので、対応する人手が不足
しがちである 

• 子どもの居場所づくりも課題である。放課後子ども教室のような取り組みをしている
が、体育館や町⺠センターを間借りで利用している状況。専業で使える場所があると良
い。また、子どもたちだけではなく、高齢者の方も一緒に使える場所が欲しいという声
もあり、現状の体制ではそうしたスペースがない 

• 学童も行っているが、学童に通っていない子どもたちの居場所がない 
• （居場所を提供する）対象としては、小学生のみならず、小中高まで広くあっても良い

と思う 
• 待機児童については、一部の年齢・学年では出てしまっているが、逐次、解消ができて

いる認識 
• 親から幼児センターが子育てのすべてを担って欲しいという期待感が強く、現場との

ギャップが出てきているのも課題に感じている 
• 町内ではその他に子どもを預かる NPO や団体などの受け皿が増えてきているが、そこ

でも人手不足は共通課題であり、身の丈にあった体制でやらないといけない 
• ファミリーサポートの取り組みも浸透してきているが、需要が大きい冬時期について

は対応しきれていない 
• 健康づくりの一環として産後ケアの取り組みも連携して進めているが、産後鬱になら

れる方は一定数いるので、継続した支援や取り組みが必要 
• ファミリーサポートは、冬はニセコ在住の外国人の利用が多い印象。海外はとくにシッ

ター文化が定着していることもあり利用が多い。また冬だけ仕事が忙しいのでファミ
リーサポートを活用したいという声が多いが対応しきれていない 

• 一方で、海外の方の中には言語の壁があり、言葉が通じない問題も出てきている。結局
預かるだけ預かる対応もしているが、現場の負担は大きい 

• 本来、インターナショナルスクールに入ってもらうのが良いが、金銭的な問題で厳しい
ため、町の小学校に入学をすることを前提に、幼児センターなどから慣れておくという
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観点は良いが、幼児センター側に多言語対応が求められるのは重荷である 
 
＜ニセコ高校＞ 
• ニセコ高校の改革の取り組みの一環として、大学で言う英語村のような機能をまちと

して設置したいと考えている。この取り組みについては、企業との連携で推進をしたい。
例えば、運営をグローバル企業と連携して、学校や行政だけではない知見を取り入れた
り、ネーミングライツのような仕組みで活動予算の確保も目指したい（仮称 ：ニセコワ
ールドビレッジ） 

• ネーミングライツについては、例えば体育館など、その他の学校施設でも導入すること
で話題性も合わせて狙うことができるのではないか。実際に、公立学校でのネーミング
ライツ導入の事例は増えてきている。良い意味で学校らしくない空間を提供していき
たい 

• 教員はそもそも 17 時には業務を終えて帰宅してもらう必要があるため、例えば、こう
したニセコワールドビレッジや部活動などの授業と別の取り組みについては、学校運
営と切り離した体制が必要。これには地域の方にも大切だと思ってもらい、理解 ・支援
をいただく必要がある 

• キーワードは居場所づくりと捉えており、町⺠学習の観点で、高校生のみならず町⺠の
方も利用できるような施設運営をしていきたいが、現状ではハード・ソフト両面でのハ
ードルは高い 

• 部活の顧問についても、高校の先生に依存している状態で、専門的な指導者は慢性的に
不足している 

• 今後は、マイナー種目の競技の部活動化についても検討していきたい 
• 高校を卒業する生徒向けに、高など教育（大学など）に触れる場を提供したい（現状、

高校卒業後は、就職するか大半はまちの外へ出てしまう選択肢しかないため） 
 
＜都市建設課＞ 
• 地域において、技術者やオペレーターの人材不足は影響が大きい 
• そういった技術職の人材派遣ができる専門家や事業者がいれば良いと思うが、実現す

る見込みは今のところ高くない 
• 除雪の人材確保に向けて、資格取得の補助なども出しているが、実際に申請する方は年

に１件程度と集まりが少ない 
• 町道などの側溝の清掃が行き届いていなく、埋もれて放置されている状況が見受けら

れる。こうしたちょっとした作業を地域の事業者に発注をしても、事業者も人手不足な
どから、忙しく後回しになってしまうことが多い 

• 屋根の雪を降ろす事業者や人材も不足している 
• 町内から除雪や屋根の雪下ろしをしてくれる会社を紹介して欲しいという問い合わせ
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が増えている 
• 有償ボランティア制度、いまの事業団にプラスαされたものなどが、登録制度で組織的

に紹介できると良いと思うが、手が回っていないのも実情 
• またニセコ特有の課題として、建物の除雪などの相談があったとき、一般的な住宅から

大規模コンドミニアムまで、建物の規模の差が大きく、取り扱いを一纏めでは考えられ
ないのも課題である 

• 住宅不足は変わらず課題である。一方で町が主体となって供給するのは現状の制度で
は限界があり、⺠間の事業者に町の土地を貸して建ててもらうといったことも必要で
はないか 

• 一方で、不動産事業者などにヒアリングをしているが、近年土地の値上がりが著しい上
に、建設費用も急騰しているのがネックである 

• 役場の電話の一次受け窓口対応で職員の時間が取られて疲弊している。都市建設課の
特徴でもあるが、専門的な内容が多いので 1 回の電話で 1 時間ほど電話対応が必要な
場面もあり職員の手が足りていない 

• 既存の公営住宅についても管理を⺠間に委託することを検討している。また、一部の建
物については、⺠間へ払い下げするなども検討したい 

• 一方では、既存の公営住宅の改修を行う上で、今入居されている方の移転先が不足して
なかなか進まないことも課題である 

• 開発については、都市計画審議会などでも話題ではあるが、インフラ整備の負担が大き
いため、開発税のようなものがあると良いのではという意見がある。また、施設の開発
時には解体時のことも考慮する必要もあると考えている 

 
＜商工観光課＞ 
• ニセコハートラボの枠組み以外でもニセコ町と企業とが協定を結ぶ機会があるが、ニ

セコ町が意図している、あるいはパートナーシップを経て実現したいことと、企業側が
取り組みたいことのギャップが大きいことがある 

• ニセコで事業をしたいという企業からの問い合わせが多いが、従業員などが住む家が
ないのが目下の課題でありボトルネックになっている 

• 住居の課題について、例えば、ホテル事業者などに空いている部屋を使えないかを打診
したことはあるが、部屋を多く所有している大規模になればなるほど、現場の判断では
難しく本社判断（ニセコ町外）となって難しいというケースが多く行き詰まっている 

• 幅広いことに取り組んでいるがゆえ、それぞれの取り組みにリソースが分散して注力
できていないのもある 

• 役場としては、地域内での業務が全体的に不足している印象。例えば観光協会や商工会
に業務を委託しているが、それぞれも手が足りていない状況である 

• ニセコ町のローカルの情報を発信していくプロモーションは課題 
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• 地域で福利厚生を統括するような組織があればよいのではないか 
 
＜観光協会・商工会＞ 
• 観光プロモーションが課題。他の観光都市で確立されているようなメディアパートナ

ーのような取り組みや制度が必要。それらは通り一遍のようなものではなく、ニセコ町
のことを正しく理解し、共感をして、中⻑期で付き合いができる関係が求められる 

• 観光プロモーションの観点では、ニセコエリア全体の高単価店のニュースが、ニセコ町
全体の話として広まっており、観光客数の減少などが起きている 

• 山のリゾートエリアと異なるローカルのお店について、地元向けのお店の紹介やイン
フルエンサーに取り上げてもらうなどしてでも、正しい金額感が伝わるようにする必
要がある 

• 二重価格については、システム的なハードルはあるが検討するべきである 
• 一部の施設では大々的には謳ってはいないが、すでに住⺠価格が導入されているもの

もある。しかし認知度が低いのが課題である 
• 一方では、ニセコは観光客には高いと批判的な意見もあり、やりにくいという事業者の

声もあった 
• 従業員数はとくにコロナ禍と比較して、ほとんどの会社では数が戻ってきていない。そ

のため、宿泊施設でも人手不足から稼働率が 100%できていない場所が多い 
• 従業員については、新人が新たに入ってきたとしても、（指導する立場の）中堅層がコ

ロナ禍で抜けてしまい、質が落ちているという点も課題である 
• インバウンド向けに値上げしていく相談もあり、価格を上げていくことに抵抗は薄れ

ているものの、ローカルや地元への配慮が必要である 
• 観光協会としても人手が不足しているが、道の駅については販売面積もネックになっ

ている 
• スキー場に道の駅のアンテナショップのようなものが出せたら盛り上がりそうではな

いか。こうした町内企業とのコラボも検討していきたい 
• そうした意味でも、フラットに知り合いができるような地域内の交流会があると良い

と思う 
• ホテル事業者へ地域の事業者から試供品を置かせて欲しいという相談をもらうことが

あり、一部ではできている部分もあるが、全体では交流を促す機会が不足している 
• 町内では飲食店などまだまだ不足している業種が多いが、一方で既存店を優先するべ

きという声もあり、新規出店者とのバランスが難しい 
 
＜有島記念館＞ 
• 全天候型の子ども向けスペースがあれば良いと考えており、今年は実証実験をする予

定である 
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• 改修計画があるが、外の敷地や遊具についても新調していく必要を感じている 
• 文化施設という役割においては、とくに子どもの出入りを強化していくための取り組

みが不足している 
• 他の地域の事例として、文化施設単独では運営が難しいが、子ども向けの遊具などがあ

ることで、施設としての稼働率が高いといった話を聞いた。ニセコにおいても冬の滞在
場所を考えても、有島記念館の趣旨に反しない範囲で整備する必要性を感じている 

• 冬の施設維持費は暖房費などコストがかさむ部分があるが、一方で外国人の入れ込み
のニーズもあるため、日本の文化を発信する機会と捉えることができる。とくに雪山に
来られている外国人の方が多い中で、天候が厳しいときの滞在場所として一定の需要
があると捉えている 

• 一方では、施設内のカフェも一定数お客さんが入っているが、夏場の入れ込みは悪くは
ないが、冬は売上が厳しい状況である 

• 施設の無人化、無人運営の話もあったが、導入するときには財源の課題があった 
• 美術館のデジタル化業務の人員が不足している。過去の資料を扱う人間の人材が不足

している 
• 現状手が付けられていないが、町制 125 周年に向けて、過去 20 年分を追っていく作業

など人手不足からできていない 
 
■ニセコハートラボなどを通して連携したい企業や団体、取り組みの候補などのアイデア 
＜総合教育課＞ 
• 他の自治体で公営塾を運営している企業と連携を図りたい 
• 部活動の地域移行に向けて知見やノウハウがある事業者と連携をしたい 
• 子どもたちの送迎手段の確保に向けて交通事業者と連携を模索したい 
• ミニチャレの取り組みについて、一緒にプログラム開発や運営をしてくれる企業とコラ

ボレーションしていきたい 
 
＜保健福祉課＞ 
• 高齢者の見守りの取り組みで企業と連携ができると良い。例えばニセコハイツでは、施

設内に見守りカメラが入っているが、ハイツに入る手前の独居老人の方には、今は、社
協の職員が個別に訪問したりしている。そのため、一般の個人宅でも、高齢者見守りカ
メラを導入し、AI で普段と異なる動きがあれば、管理者などに連絡が入るという仕組
みを検討したい 

• カメラのような仕組みに限らず、例えば、トイレの水を使っていないと検知がされるな
ど、何らかの方法で自動的に連絡が入る仕組みだと良い。AI カメラはプライバシーの
観点から抵抗を示される可能性がある 

• 高齢者に限らずだが、買い物の宅配サービスや移動販売の仕組みや企業が増えると良
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い 
• 介護施設のグループホームのような施設や、ヘルパーさんがサポートする仕組みが不足

しているので、そうした事業者がいると良い 
• 障害を持っている、あるいは介護が必要な方の通院方法、交通手段も課題であり、福祉

タクシーなどの事業者が増えると良い 
• 健康予防の観点で、デイサービスを利用する前に、サロン的なもので集まれる場所や取

り組みがあると良い 
 
＜こども未来課＞ 
• ニセコに進出する企業の中で、事業所内保育施設を内包して企業誘致してくれると良

いのではないか。ただし、その働く人を既存の町内から募集するのは難しいので、働く
人も外から連れてきてもらう必要がある 

• ⺠間による外国語対応できるような保育施設やそれを運営する企業があればありがた
い 

• 子どもが風邪をひいたときでもみてもらえるような場所や看護師付きの託児施設があ
ると理想ではある 

• 子どもの意見を反映するという観点で、ファシリテーターが増えていくと良い。現状だ
と、会合や説明会などでも、声の大きな人がきて意見を言う場面が多く、ママさんや子
どもたちのように声が小さい人たちにも参加しやすい仕掛けや会の進行、あるいはス
マートフォンなどから遠隔で参加して意見が言える仕組みがあると良い 

• 子どもの遊び場の観点から、遊具施設を取り扱う企業と連携してできると良い。あるい
はそうした有識者から意見をもらいたい 

• 子どもたちの放課後の過ごし方や運営について取り組みされている団体と連携を模索
した上で、一度話を聞いてみたい 

• 現状では、公園の遊具も壊れたままの場所も見受けられ、水遊びができる親水公園や有
島記念館の池も整備されて使える状況ではない。こうした施設を安心して子どもたち
が使えるような取り組みや連携は歓迎したい 

• 岡山県奈義町の仕事スタンドのように子育て世代と高齢者の方が混ざって過ごせる空
間を検討できると良い 

 
＜ニセコ高校＞ 
• 英語村（ワールドビレッジ）を共同で運営したり、ネーミングライツなどで支援・協賛

してもらえる企業との連携を模索したい 
• グローバル企業ともつながりを持ちたい 
• 多くの大学などとも独自に連携を進めているが、小樽商科大学との連携の中で、ニセコ

町内の事業者に高卒で就職し、夜間学部に通いながら、卒業後は大卒として再就職する
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仕組みを実現していきたいと考えている。そういった意味で、趣旨に賛同し、支援して
もらえる町内事業者と連携を模索したい 

• 町⺠向けに高校施設の開放も積極的にしていきたいが、そうした際の運営ノウハウや、
ネーミングライツでの協賛・支援先も増やしていきたい 

• 部活動の促進という意味で、地域スポーツクラブのような存在があると良い。現状は定
時制であるので大きな問題にはなっていないが、総合学科へ転科した際には、部活動の
指導者確保はネックであり、そうした知見がある企業と連携したい 

 
＜都市建設課＞ 
• 来年度以降は建築ガイドラインなども始まることから、景観条例関連の説明会などの

会の進行役であるファシリテーターができる人を増やしたいと考えている。それゆえ、
最初は委託することもあるが、町内でファシリテーターができる人を育成していくこ
とに明るい事業者と連携をしたい 

 
＜商工観光課＞ 
• 企業連携先として、実際に地域の中で活動をしてくれる会社が増えると良い 
• ニセコのローカルの正しい情報を取り上げてくださるパートナー企業は興味深い 
 
＜観光協会・商工会＞ 
• 旅行代理店などの旅行エージェントなどと一緒にディスティネーション開発（観光地

や地域を魅力的な目的地／ディスティネーションとして戦略的に整備・プロモーショ
ンする取り組み）を実施したい 

• 周辺自治体も含めた観光のプラットフォームをつくっていきたい 
• こうした取り組みについて、補助金に頼らずに自立運営できる体制が求められていて、

地域との連携に明るい、地元に溶け込んでやってくれる旅行会社とパートナーを提携
できると良い 

• ニセコ町の地域おこし協力隊の卒業生などと連携をすることでこうした地域連携がで
きないか 

• 自転車メーカーと連携をしたい。例えば、レンタサイクルのような取り組みを考えてい
る 

• 望遠鏡メーカーとも連携をしたい。例えば、星空ゴンドライベントなどを行っているが、
そうしたイベントを単発で終わらせずに通年の企画として地域事業者と協業できない
か 

• 地域外だけではなく、地域の事業者同士の連携を促進する機会提供があると良い 
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＜有島記念館＞ 
• 公園や公共施設に遊具を提供している会社と連携をしたい 
• 窓口業務の無人化運営に向けた実証実験に興味がある事業者はありがたい 
• コラボイベントなどで企画展示なども企業プレゼンツで取り組むことも検討したい 
• 企業の CSR の取り組みの一つとして、１口 10 万円からスポンサードするような形が

取れないか 
• 美術館のデジタル化業務の人員やリソースも不足しているので、そういった人材派遣

などできると嬉しい 
• 既存店との棲み分けも必要だが、カフェ運営などに興味がある事業者も歓迎はしたい 
• コンサートなどの場所としてもニーズがあるので、そうした事業者とのコラボも歓迎

したい 
• フォトウェディングや結婚式の会場としての活用のニーズがあるので、こうしたニー

ズを一緒に検討できる事業者と、何らかの形で稼ぐ文化施設のコンセプトを考えてい
きたい 

• 上記のような取り組みを、将来的には Park-PFI の仕組みを活用して、有島記念館の運
営と合わせて企業と連携していく形を模索したい 

 
（4）総括 
 昨年度実施したニセコ町内の事業者やまちのステークホルダーらにヒアリングしたまち
の課題内容を踏まえた上で、とくに関連する部署の役場担当者からヒアリングを行ったが、
いずれの部署、あるいは分野においても、現状を課題に感じている声が多く、昨年度に抽出
した課題と重なる内容も多くあった。また、部署を超えて共通で課題意識として感じている
内容もあり、ニセコハートラボをきっかけとした企業や団体との連携、あるいは地域内での
連携によって解決したいまちの課題がすでに明確で、中には、連携したい企業や団体の具体
的な名前があがるテーマも存在した。例えば、人材不足という課題意識は、ほとんどの部署
でも共通して存在し、企業との連携による人材の獲得や、これまで人が担ってきた役割に置
き換わる技術の提供や実証実験としての連携手法の意見も多く見受けられた。しかしなが
ら、人材不足というまちの課題は明確でありながらも、地域の中で住む場所がないために、
⺠間企業であっても、人材の確保や地域外からの移住促進が進まないという声も少なくなか
った。実際に、ニセコ町では住居不足、ならびに建築資材や土地価格の高騰、近年の観光や
開発による需要の増大による建築価格の大幅な上昇、そして、家賃や購入価格の上昇は、根
深いまちの課題の一つであるとも言える。 
 
 また、各部署の中には、すでに企業連携の点において接触をしているところ、あるいは企
業から何らかの接触があって折衝をしている取り組みもあれば、課題の認識から企業との連
携には一定の意欲はあるものの、具体的な行動まで移せていない取り組みなど、進捗状況に
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バラツキもあった。ヒアリングの中では、要因はいくつかあったが、担当部署の業務が多忙
であること、企業連携についてのノウハウやきっかけがない、取り組み自体の方向性が定ま
っていないなどが挙げられた。それゆえに、一方がメリットを享受するような提携ではなく、
お互いにとってのメリットがあり、まちの課題解決に寄与する理念を前提としたニセコハー
トラボによる企業連携の枠組み制度については、前向きに受けとってもらえる声が多くあっ
た。 
 今回のヒアリングをきっかけに、すでに具体名がある企業については、役場担当者が代わ
りに企業との折衝を行う事例や、連携コーディネーターである⺠間の立場の株式会社ニセコ
まちを介して推進をする動きも見られたのは、当初のヒアリング趣旨とは外れるものの一
定の成果が得られた。 

1-1-3 ヒアリングを踏まえたまちの課題の設定 

 前項までに取りまとめた役場関連部署への幅広いヒアリングを踏まえて、「まちの課題」
の抽出方法について、役場担当者と協議を重ねた。その結果、課題抽出の成果として、大き
く４つのテーマを「募集プロジェクト」として絞る方針に至った。昨年度の検討においても、
あるいは今年度のヒアリングの中でも、「まちの課題」として挙げるべき候補は多岐にわた
ったが、本事業自体が限られたリソースで推進していく現状や、まだスタートしたばかりの
制度を試行錯誤の中で進めていく段階であることから、まずは、現場が感じている課題意識
の強さ、企業連携することで解決する可能性の高さなどから、以下の４つを取り上げること
とした。 
■本年度役場関連部署ヒアリングから抽出した課題 
１．部活動の地域移行 
２．子どもの居場所づくり 
３．ファシリテーター育成支援 
４．高齢者の見守り制度 
 
 上記以外にも、次点として挙げられた候補のテーマとしては、ニセコ高校ネーミングライ
ツ、オフィシャルメディアパートナー、稼ぐ文化施設、公共施設の無人窓口運営の実証実験、
自転車メーカーや望遠鏡メーカーとの連携、町内の名刺交換会の実施などがあるが、これら
については、来年度以降に重点的に取り組むべきテーマとして検討することとなった。 
 なお、これらの４つの課題については、ニセコハートラボのウェブサイトなどで、ニセコ
町が現在取り組むべき「まちの課題」の一例として、発信をすることで、これらの課題解決
に共感をいただいた企業や団体などとの連携を円滑にしていきたいという狙いがある。 
 これらの課題を「募集プロジェクト」とし、次のページ以降に、各担当部署と協議、確認
の上で、実際にウェブサイトに掲載している内容を紹介していく。なお、高齢者の見守り制
度については、その後の担当部署との協議で掲載を非公開にすることとなった。 
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図：ニセコハートラボ・部活動の地域移行に関する募集プロジェクト 
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図：ニセコハートラボ・子どもの居場所づくりに関する募集プロジェクト 
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図：ニセコハートラボ・ファシリテーター育成支援に関する募集プロジェクト 
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 これらの「募集プロジェクト」としてまちの課題から抽出した企業連携のテーマ以外に
も、ニセコ町が目指すまちづくりとして取り扱うべきテーマは多数に存在する。議論の過
程でもこうしたテーマについて、ニセコ町から現状のまちの課題を発信することで、連携
企業先が狭まってしまうのではないか、という懸念する意見もあった。実際にこれまで、
ニセコハートラボという制度が確立する以前から、例えば、企業が持つノウハウや知見を
活かして新しい商品やサービスの実証実験をニセコ町で行って商品開発をしたい、といっ
た声から企業との連携を進める話も多々あった。そこで、まちの課題から抽出した「募集
プロジェクト」については、役場提案型と分類した。その他の企業や団体から独自の連携
テーマについては、企業提案型として区別することで、いずれの方式・アプローチであっ
てもありうるという整理をした。 
 

1-1-４ 周知・コーディネート活動 

 本節では、ニセコハートラボの取り組みやオフィシャルパートナー企業候補との折衝活
動として、周知・コーディネート業務の主な取り組みや成果について説明する。なお、仕様
書には、ニセコハートラボに係る問合せ、エントリー、現地対応などの件数が 15 件程度で、
オフィシャルパートナー協定締結は２社程度という目標件数であった。最終的に今年度の
エントリー数は、３件（内、1 件が締結完了、1 件が締結合意、1 件が審査中）であり、そ
れぞれのエントリー対応で、問い合わせから初回審査や内容に応じてその後の打ち合わせ
などに参加をした。 
 また、オフィシャルパートナーの締結が決まった後の活動においても、担当部署のみなら
ず、企画環境課や、連携コーディネーターによる継続的なフォローアップの体制も必要な場
面があり、実装して初年度ということもあって丁寧に伴走支援を行った。その他、オフィシ
ャルパートナーのエントリーはしていないものの、ニセコハートラボの周知・コーディネー
ト活動の一環として、ニセコ町との何らかの連携に向けて話を聞きたい、オフィシャルパー
トナーに留まらず、企業版ふるさと納税を実施したいなどといった何らかのニセコ町と連携
模索に向けて協議や打ち合わせ、あるいは合同視察の受け入れという形で活動を行った。な
お、前述の担当部署とのヒアリング結果を踏まえて、すでに接触していた企業については、
ニセコ町役場から打診をするなど働きかけを別途行っている。ただし、今回の周知コーディ
ネート活動の範囲からは外し、ここでは、連携コーディネーターが主に今年度に行った、企
業や団体との個別の取り組みや成果について、主要な実例を紹介する。 
 

  



25 
 

■今年度の主な企業訪問や折衝状況 

株式会社まちのミライ・株式会社コンサドーレ・一般社団法人コンサドーレ北海道スポ

ーツクラブ（役場提案型） 

 株式会社まちのミライは、ウェルネス、共生、活性化の３つのテーマを軸に、地域社会の
未来を支援する事業を展開している会社であり、また、プロスポーツチームを経営する株式
会社コンサドーレが⺟体となり、さらに地域の複数の企業が出資をした会社である。また、
関連企業である一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブとも連携し、北海道内で
のスポーツスクール事業や、サッカー以外の種目のスポーツクラブチームの運営、イベント
や人材派遣事業などを展開している。 
 まちのミライ社では、北海道内を対象とした自治体との連携を模索しており、とくにスポ
ーツ分野での公共施設の管理や、部活動の地域移行に向けた総合型スポーツクラブの取り組
みを軸としたまちづくりの事例を増やしたいという意向があった。 
 ニセコ町においても、前述のまちの課題の抽出でも記したように、重点的な取り組みとし
て挙げられた部活動の地域移行については課題意識が強いテーマである。 

 
図：まちのミライ社とのニセコハートラボ第二回審査（2024 年 7 月 25 日） 
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実際にまちのミライ社のメンバーが何度かニセコ町を訪れ、企画環境課、および連携コー

ディネーターとの打ち合わせを行い、想定される連携テーマの担当部署とも協議を重ねた。 
最終的には以下の内容で、2024 年８月 10 日付けでニセコハートラボオフィシャルパー

トナーを締結することで合意をした。なお、当日はメディア各社からの取材もあり、新聞や
ニュースなどでも報道された。 

 
図：まちのミライ社および関係社とニセコ町のオフィシャルパートナー協定写真（2024 年
８月 10 日） 
 
【目的】 
地域を取り巻く社会的な要因への共通認識を持ち、相互の資源の活用と連携による効果的
な事業を実施することで、地域経済の発展および住⺠福祉の向上を図り、地域課題の解決に
取り組むことを目的とする 
 
【連携内容】 
(1) 部活動の地域移行に関すること 
(2) 地域スポーツクラブの設立に関すること 
(3) 子どもたちの総合的なスポーツ振興に関すること 
(4) その他、地域の課題解決と活性化に関すること 
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 オフィシャルパートナー協定後も、部活動の地域移行に向けた担当部署との定期的な協
議を重ねながら、協議会メンバーの参画など、具体的な取り組みが始まっており、引き続き
必要に応じて担当部署との調整など支援していく。 
 また、連携内容の（3）にあるスポーツ振興に関する取り組みとして、オフィシャルパー
トナーの締結をきっかけに、ニセコ町が主催したイベントに協賛という形で参画した。ニセ
コハロウィンというイベントに、北海道コンサドーレ札幌の OB 選手などがゲストで参加
し、北海道コンサドーレ札幌のマスコットキャラのドーレくんも登場、ニセコ町内の事業者
から一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブが運営するスポーツチームとの連携
相談など交流があった。 

 
図：まちのミライ社が協賛したニセコ町主催スポーツイベントの様子（2024 年 10 月 19 日） 
 
 さらに、まちのミライ社の⺟体である株式会社コンサドーレが主催する「CONSADOLE 
HOKKAIDO TOURS」というコンサドーレ・ラッピングバスに選手が乗り込み、北海道の
自治体を回る企画において、訪問先の一つとしてニセコ町が選ばれ、ニセコ小学校に訪問を
するなど連携や活動の幅を広げている。この様子は数社のテレビ局からも取材が入り、ニセ
コ町の広報にも寄与した。また、町内の北海道コンサドーレ札幌のファン・サポーターたち
が「北海道コンサドーレ札幌ニセコ後援会」を立ち上げ、後援会主催によるスポーツイベン
トの検討など、当初に想定していた取り組み以外の副次的な取り組みも活発に行われた。 
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図：北海道コンサドーレ札幌が主催するイベントの様子（2024 年 12 月 11 日） 
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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 

 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社は、デロイトグループの日
本におけるメンバーファームで、主にファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供し、
近年では地方自治体をはじめとした行政分野での取り組みも活発である。2024 年５月には
ニセコ町とデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー社が包括連携協定を締結す
るなど、すでにニセコ町との関わりが深い中で、多拠点・多文化人材の拠点整備を目指し、
教育育成プログラムの開発などの取り組みを進めていくことを検討している。なお、ニセコ
ハートラボにおけるオフィシャルパートナー締結に向けて、第二回審査も終え、近日中に締
結の手続きを行う予定である。 
 

 
図：ニセコ町とデロイトトーマツファイナンシャルアドバザリー社との第二回審査の様子
（2025 年 2 月 25 日） 
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イオンディライト株式会社（企業提案型） 

 イオンディライト株式会社は、イオングループに属する総合ファシリティマネジメント
サービス企業である。建物の設備管理、清掃、建設施工、警備、資材関連など多岐にわたる
サービスを提供しているが、近年では人材不足の解消に向けた遠隔操作システムや、DX 分
野の遠隔監視システム、特定技能実習生などの導入によって働き手不足の改善に貢献して
おり、イオングループ以外に活動を広げている。 
 ニセコ町での新規事業、およびエリアにおける出店の検討の中で、ニセコハートラボの取
り組みについて共感をいただき、ゴミの収集や遠隔地にある公共施設の遠隔管理システム
の導入について担当部署と現在、協議を重ねて検討を進めている。 
 

 
図：ニセコ町とイオンディライト社との打ち合わせの様子（2024 年 4 月 9 日） 
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株式会社グリーンズグリーン 

 株式会社グリーンズグリーンは、「苔」に着目をし、苔の特性を活かした栽培や商品開発
を行う企業である。近年、苔は建築の外構の意匠や造園といった場面のみならず、防草や緑
化、二酸化炭素削減といった機能が注目されている。知人を介してニセコ町へ訪問した際に、
ニセコ町は貴重な「スナゴケ」栽培に適した地形や気候であることから、これまで注目され
なかった地域資源を使って、新しい雇用機会や経済循環の可能性から、ニセコ町をフィール
ドに何らかの取り組みができないかを模索している。 
 今年度は、実際にニセコ町の自生している苔の栽培に向けた実証実験を進めている。 
 

 
図：苔の栽培に向けた実証実験の様子 
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北海道アセットマネジメント株式会社 

 北海道アセットマネジメント株式会社は、北海道リート投資法人を運営する会社である。
北海道リートは、まちづくりや地域活性化を目指した不動産への投資をメインに、北海道内
外の企業がスポンサーとなって立ち上がった地域特化型のリートである。 
 株式会社ニセコまちが今後整備していく脱炭素社会対応の賃貸住宅や付随関連施設、あ
るいはニセコ町の公共施設などでの資金調達、スポンサー企業を含む幅広い連携を視野に
打ち合わせを実施した。 
 

 
図：北海道アセットマネジメント社との打ち合わせの様子（2024 年 9 月 30 日） 
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企業などの合同視察対応 

 企業の経営者などを対象とした⺠間主催のニセコ町への合同視察において、ニセコ町の
まちづくりの取り組みや、企業版ふるさと納税、ニセコハートラボの取り組み、そしてニセ
コ町の目指す多様な連携の理念を紹介した。 
 2024 年度には３回の合同視察が開催された。ここには主に株式会社ニセコまちのニセコ
ミライにおける取り組みや事業展開に興味がある経営者らが参加しており、累計で約 40 社
程度に対してプレゼンや意見交換を行った。 
 その後、参加した企業の中から、企業版ふるさと納税の申し出があった。 
 

  
図：⺠間主催の視察でのプレゼンの様子（左：2024 年 9 月 13 日、右：10 月 12 日） 
 

 
図：⺠間主催の視察でのプレゼンの様子（2025 年 2 月 28 日） 
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 なお、上記に記載した企業や団体以外との折衝も数多く行い、以下のテーマに関する連携
の話があった： 
• 遠隔医療の実証実験に関すること 
• スポーツ施設の設置に向けた検討 
• クラウドファンディング支援に関すること 
• 町内の公共交通に関すること 
• バスの自動運転の実証実験に関すること 
• 町内の資源を活用した新商品に関すること 
 
 総括として、エントリー件数自体は大きく増加しているわけではないが、今年度は１件が
オフィシャルパートナーとして締結、さらに１社については締結が内定済み、さらにもう１
社については審査を通過しているという状況である。 
 さらに、オフィシャルパートナーになったまちのミライ社との取り組みは、当初提案内容
で想定していた取り組みを超えて、ニセコ町役場の他の部署との連携や、地域の中の事業者
からも声がかかるなど、本事業の目的である「共感」による多様な連携が自発的に創発され
好循環に結びつけられた良い事例となった。 
 またオフィシャルパートナーや企業版ふるさと納税の実行に至らずとも、ニセコ町のフ
ァンになる経営者が現れるなど、関係人口・関係企業の数は増加しており、ニセコ町との連
携のみならず、地域内企業との連携も含めて、多様な連携の接点が増えることに成功した。 
 
 一方でオフィシャルパートナー締結後においては、担当部署と足並みを揃えた形で連携
コーディネーターによる継続的な支援があることで、さらに円滑な連携が広がることも想
定されている。これは、新規の折衝件数の増加を行う以上の価値があるため、本制度の推進
については、継続していくことが重要である。 
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②共感形成に向けた持続可能なまちづくりの取り組み・成果広報 

 官⺠連携で推進をしている次世代型環境配慮住宅地モデル「ニセコミライ」の取り組みに
ついて、広く情報発信や広報活動を行っていくことは、本事業の主題である多様な連携を促
進していく上でも重要である。本節では、今年度の取り組みとして、ニセコミライの取り組
み内容をまとめた広報媒体の制作について、また広報媒体の制作の過程で生じた広報に関
する取り組み全般、また、広報活動の結果として、今年度の代表的なメディア掲載実績など
について取りまとめる。 

1-2-1 官⺠連携の街区開発事業「ニセコミライ」の広報媒体の作成 

（１）「ニセコミライ」に関する WEB サイト 

 昨年度、ニセコミライの取り組み内容をまとめた WEB サイトの制作を行った。それ以前
は、分譲住宅の販売用のサイトを先行的に構築していたが、実際に住⺠が暮らしはじめ、さ
らに今後、賃貸住宅などの募集や街区のイベントがより活発になっていくことを見据えて、
ニセコミライの入口となるような位置づけの WEB サイトを構築した。昨年度の時点では、
ニセコミライのコンセプト、分譲住宅ページへの案内、お知らせやイベント情報、アクセス、
お問い合わせのページ構成としていた。 
 
 今年度については、主に次の点について追加・改修を実施した。まず、賃貸募集ページを
実装した。2025 年１月から入居開始の「モクラスニセコ A 棟」の建築が決まり、工事が進
むにつれて、賃貸入居希望者の募集ができるページを整備し、賃貸募集に必要な情報を掲載、
問い合わせを受け付ける機能も構築した。 
 次に、ニセコミライには地域の外からの移住者も一定数を想定していることから、ニセコ
の暮らしが想起されることを目的に、ニセコの暮らしの楽しみ方をテーマにしたインタビ
ューコーナーを実装し、町内の事業者などを対象にインタビューを実施し、記事を作成した。 
 併せて、これまで「ニセコ明日を作る教室」という別サイトにおいて、第三者的な立場か
ら、ニセコで暮らす町⺠のありようを紹介するインタビューメディアを運営していた。しか
し今後はこの街区が起点となってイベントやコミュニティ運営をしていくことから、ニセコ
ミライの専用サイトを立ち上げた際に、ニセコミライ専用サイトへ移転作業を行い、メディ
ア運営を１本化した。 
 これらの更新性の高いコンテンツを扱いやすいようにサイト自体に CMS（コンテンツ・
マネジメント・システム）機能を実装し、専門知識がなくともページ作成を行いやすいよう
にした。 
  来年度以降の取り組みとして、こうした各コンテンツを継続していくことを念頭におきな
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がら、実際にニセコミライに入居される方が増えていくため、活発になっていく町内会活動
や、入居者の声を紹介するページ、都市 OS の紹介（住⺠の暮らしの質を高めていく仕掛け
のプラットフォーム）を視野に入れている。また、地域外からの視察受入機会も多くあるた
め、効率よく対応できるためのページを準備することも想定している。 
 

 
図：「ニセコミライ」に関する WEB サイト賃貸情報ページ  （⼊居をお考えの⽅へ・賃貸情
報） 
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図：「ニセコミライ」に関する WEB サイトインタビューページ（インタビュー）  
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図：「ニセコミライ」に関する WEB サイト 暮らしの楽しみ⽅を伝えるページ（暮らし） 
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（２）「ニセコミライ」に関するチラシ 

 ニセコミライの取り組み、および今年度に町内・定住者向けの建売での分譲住宅 （モクレ
ニセコ C 棟）の販売・賃貸住宅入居者募集について、とくにニセコ町内、および周辺の地
域住⺠へ広く周知する方法としてチラシを作成した。このチラシは、新聞折込や日本郵政に
よる郵便配達を利用したチラシ配布サービスを活用して、町内、エリアの幅広い世帯へ行き
渡るようポスティングを複数回行った。 
 

 
図：「ニセコミライ」に関するチラシ 
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（３）「ニセコミライ」のパース・イラストの作成・修正 

 賃貸 A（モクラスニセコ A 棟）の入居者募集、分譲 C（モクレニセコ C 棟）の販売開始
もはじまり、ニセコミライの建築数増加に伴って、第１工区の鳥瞰図、およびそれぞれの建
物の外観パース（イメージ図）を作成した。また、ニセコミライにおけるエネルギーマネジ
メントシステム（HEMS）の説明用のイラストを作成し、各種広報媒体への掲載に活用した。 
 

 
図：ニセコミライ 第 1 工区 鳥瞰図のパース 
 

 
図：ニセコミライ 分譲 C 棟 外観パース 
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図：ニセコミライ 分譲 C 棟 内観パース一例 
 

 
図：ニセコミライ エネルギーマネジメントシステム（HEMS） 説明用イラスト一例 
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（４）「ニセコミライ」の完成建築物の写真撮影 

 パースなどの素材を活用した広報とならんで、今年度にはニセコミライの建物が実際に
完成したことから、それぞれの建物の広報素材として活用できる写真撮影を行った。 
 今後、ウェブサイトやパンフレット、視察対応の資料など幅広い場面での活用を見越して、
モクレニセコ A 棟（家具付き・宿泊体験用モデルルーム）、モクラスニセコ A 棟（賃貸住
宅）、モクレニセコ C 棟 （メゾネット分譲タイプ）、ソーラーカーポート（工事完成時）、EV
シェアカーについて、それぞれ建設工事や引渡し時期、天候や季節などを配慮し、ドローン
による空撮を含む、複数回の撮影を実施した。 
 

 
図：ニセコミライ 完成建築物の写真 一例 
 

（５）「ニセコミライ」の事業案内用パンフレット修正・増刷 

 昨年度までに制作したニセコミライの取り組み内容を紹介する A４サイズ 16 ページの事
業案内パンフレットについて、内容を最新の情報にアップデートした上で、今年度は合計
2,500 部を印刷し、委託者であるニセコ町とニセコミライ実施主体の株式会社ニセコまちの
両者が活用できるようにした。 
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図：ニセコミライ 事業案内パンフレット（一部） 
 



44 
 

（６）「ニセコミライ」に関する地元ラジオ番組の制作 

 ニセコミライの広報活動の取り組みとして、地元の FM ラジオ局であるラジオニセコと
連携し、ニセコミライや運営会社のニセコまちの取り組みを紹介するラジオ番組を展開し
た。また、ラジオ番組で話した内容については、関係者に確認の上で、ニセコミライ専用サ
イトなどでも記事として紹介することで二次利用を行った。 
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1-2-2 官⺠連携の街区開発事業「ニセコミライ」の広報実績 

 ニセコミライの広報活動の成果として、以下のように新聞や雑誌などの記事として掲載さ
れた。 
 
１．新聞記事掲載実績：３記事 
• 2024 年３月 25 日「ニセコ 縮む粉雪の季節 〜北の大地 四季の姿は〜」（北海道新聞） 
• 2024 年４月 6 日「進化する北の住まい 〜賃貸も高断熱 暖房、月 5000 円 初期費用

に課題「省エネ性能」表示制度」（朝日新聞） 
• 2024 年７月 30 日「環境配慮型街区「ミライ」住宅 5 ⼾、町⺠優先で分譲 まちづく

り会社「ニセコまち」３棟目申し込み開始」（北海道新聞） 
 
２．雑誌掲載実績：３記事 
• 2024 年６月 13 日「ニセコミライ ニセコで始まった脱炭素革命 断熱などなど級７も

余裕の集合住宅」（42-47 頁）（『日経アーキテクチュア〜近未来の脱炭素住宅〜』日経
アーキテクチュア） 

• 2024 年６月 13 日「Niseko Bokka ニセコの実験的木造賃貸住宅 断熱性と意匠性の両
立に挑戦」（48-49 頁）（『日経アーキテクチュア〜近未来の脱炭素住宅〜』日経アーキ
テクチュア） 

• 2024 年８月１日「Niseko Bokka」（148-153 頁）（『新建築〜集合住宅特集〜』、新建築
社、2024 年８月） 

 
３．WEB メディア取材実績：1 記事 
• 2025 年２月５日「ニセコ、新築住⼾ 2LDK4980 万円 住宅不足の解消に三セク挑む」

（日経ビジネス）※雑誌でも掲載 
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図：日経アーキテクチャアの掲載された紙面のキャプチャ  
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1-2-3 官⺠連携の街区開発事業「ニセコミライ」の現地視察 

広報活動の一環として、ニセコ町企画環境課からの依頼によるニセコミライ現地視察対
応を行った。仕様書の KPI では当初４件程度を想定していたが、以下の６件を受け入れ
た。

 

  
写真：視察受け⼊れの状況 
 
【視察参加者の声】 
2024 年６月 21 日：ニセコ町役場職員・ニセコ高校３年生／インターンシップ 
• 豪雪地帯のニセコ町でも高断熱高気密の住宅にすることで、冬でもエアコン１台で暖

かく過ごせることに感動した。光熱費も節約でき、経済的であることも魅力的 
• 以前から環境問題に興味があり、環境に配慮した住宅、ニセコミライに将来住みたい 
• 災害などの停電の際に EV カーが蓄電池になるのは、とても便利だと思った 
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③企業版ふるさと納税の活用促進、オフィシャルパートナーマッチング支援 

 本節では、本事業の（1）①ニセコハートラボ推進体制の運用に関連した、企業版ふるさ
と納税の活用促進のためのレポートチラシ、ニセコハートラボ ・オフィシャルパートナーチ
ラシの制作などの広報媒体について紹介する。 
 仕様書内では前節の （１）②共感形成に向けた持続可能なまちづくりの取り組み ・成果広
報内に含まれていた「ニセコハートラボ」に関するウェブサイトについても、内容からここ
で紹介する。 
 

（１）令和 5 年度企業版ふるさと納税事後レポートチラシ制作 

 ニセコ町では従来、企業や団体に対して、企業版ふるさと納税を紹介し、その活用を促進
するためのツールであるチラシなどが不足していたため、新しくチラシの企画や構成から検
討を進めた。当初は A４両面程度のチラシのようなものを想定していたものの、構成内容と
して、以下のような内容が必要となったため、最終的に A4 サイズで４ページ分の折りたた
みパンフレット様式を採用することとした。 
１．企業版ふるさと納税の制度や仕組みについての紹介 
２．企業版ふるさと納税のみならず、企業連携の枠組みとしてニセコハートラボの概要 
３．ニセコ町の紹介や町⻑からのメッセージ 
４．令和 5 年度の企業版ふるさと納税を活用した事業例と企業名 
  ※事業名のみならず、役場担当者の声を掲載 
 
 本年度は、当初の仕様書では A４チラシ 100 部程度を制作することになっていたが、役
場担当者と協議の上、様式の変更を行い 100 部納品した。その後、パンフレットの反響が
良かったことから、さらに仕様の変更を行い、追加で 300 部納品した。 
 
 また、次年度以降は、例えば企業担当者へのヒアリングやインタビュー内容を掲載するな
ど、より本ツールを活用して企業版ふるさと納税の活用が促進されることが期待される。 
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図：ニセコハートラボ 企業版ふるさと納税 パンフ 1 ページ目 
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図：ニセコハートラボ 企業版ふるさと納税 パンフ２ページ目 
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図：ニセコハートラボ 企業版ふるさと納税 パンフ３ページ目 
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図：ニセコハートラボ 企業版ふるさと納税 パンフ４ページ目 
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（２）ニセコハートラボサイトの更新 

昨年度までの取り組みでは、ニセコハートラボ専用のウェブサイトを立ち上げ、専用ロゴ
マークを軸に、トップページの他、ニセコハートラボの基本情報、多様な連携の関わり方と
して３つ掲げている①オフィシャルパートナー、②寄附、③人材派遣のそれぞれの概要と必
要資料、そして申し込みの導線が完結するページ、さらに、よくある質問やお問い合わせフ
ォームといったウェブサイトに必要なコンテンツを構築した。 
 
 今年度については「お知らせ」、「プロジェクト」といった更新頻度の高いコンテンツを発
信できるページと、更新しやすいシステム（CMS=コンテンツ・マネジメント・システム）
を構築した。また役場担当者や連携コーディネーターが運用しやすいように簡易の更新マ
ニュアルも作成した。 

 
図：ニセコハートラボ ウェブサイト 例として「プロジェクト」のページ 
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図：ニセコハートラボ ウェブサイト 更新システムマニュアル 
 

（３）町内進出企業の取材記事 

 ニセコハートラボのウェブサイトの中で、ニセコ町内に企業進出や投資を行っている企
業を訪問し、事例紹介としてインタビューを行い、記事を作成した。すでにいくつかの企業
が企業進出や投資活動を通してニセコ町の地域活性化につながる取り組みを展開している
が、いずれもニセコ町の豊かな自然環境や景観、これらを将来にわたって守り・継承してい
く町の方針に多くの賛同や共感を得られてきたからである。 
 それゆえ、今後もニセコハートラボの取り組みを通し、企業とのさまざまな共感に基づく
連携を推進する上でも、先駆的な事例を紹介し、新たに進出する企業における連携のイメー
ジを持たせていきたい狙いがある。それを踏まえ、ニセコ町役場担当者と協議を重ね、取材
先の企業について選定を行った。 
 
 その結果、今年度の取材先候補２社に対しインタビュー取材の打診を行ったが、１社につ
いては先方企業との都合が合わず、今年度は、１社のみの実施となった。なお、効果的に取
材活動を実施できるよう、事前に取材目的と質問事項を記載した取材依頼書フォーマット
を作成し、取材先が調整しやすいように配慮した。今年度は「ニセコ蒸溜所（2019 年創業・
道外の酒造事業者がニセコ町内で蒸溜所を整備）」を取材し、次ページ以降で、取材した成
果としてのインタビュー記事を紹介する。 
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図：ニセコハートラボ 取材依頼書フォーマット例（表面） 
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図：ニセコハートラボ 取材依頼書フォーマット例（裏面） 
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図：ニセコハートラボ ニセコ町内進出事例 ニセコ蒸溜所取材記事① 
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図：ニセコハートラボ ニセコ町内進出事例 ニセコ蒸溜所取材記事② 

 

（４）ニセコハートラボ オフィシャルパートナーチラシ制作 

 本事業の（１）①ニセコハートラボ推進体制の運用に関連した、ニセコハートラボ ・オフ
ィシャルパートナーに特化したチラシを作成した。なお、本年度のニセコハートラボの取り
組みの中では、最終的にオフィシャルパートナーの実際の締結まで至った企業が１件 （2025
年 3 月現在）であったことから、役場担当者と協議の上、当初想定の２社から、オフィシャ
ルパートナーとしては１社のみの情報と、（１）①内で整理したまちづくりのプロジェクト
の事例を掲載する構成とした。本チラシは A４両面様式で 300 部を制作した。 
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図：ニセコハートラボ オフィシャルパートナー特化チラシ 
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図：ニセコハートラボ オフィシャルパートナー特化チラシ 
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（２）環境を基軸とした多様な連携のモデルとなる取り組み 

①官⺠連携による環境対策・移住促進対策（環境配慮型高性能住宅体験）の強化・

拡充、成果広報 

2-1-1 ニセコミライ第１棟目となる高性能住宅「モクレニセコ A 棟」での宿泊体験 

 ニセコミライにおいて 2024 年３月に環境配慮型高性能住宅「モクレニセコ A 棟」が完成
した。モクレニセコ A 棟は、太陽光発電による電力供給、および蓄電池も完備した上で、
各設備（暖冷房：エアコン、給湯：エコキュート、換気装置）の自動化を導入した。SDGs
未来都市として、世界基準であるゼロカーボン住宅の完成形の一つといえる。エネルギーの
高効率化は勿論であり、センサーによって室内の CO2 濃度を計測し、自動的に不在時 （CO2
濃度が⻑時間低い）にはエコキュートやエアコンなどの設備を省エネモードに切り替えら
れる。また、来客などの関係で CO2 濃度が上がる場合は、浴室の換気扇が自動で稼働し、
換気量を増やして室内空気を清潔に保つ仕様となっている。 
 室内全体の温度・湿度の管理においては、玄関に設置したエアコンの冷風・温風を循環フ
ァンとダクトによって各所に送られる。また、室内各部屋の温度・湿度もセンサーで感知し、
必要に応じて循環ファンを制御するようにした。 
 
 本業務において、モクレニセコ A 棟の１住⼾（２LDK）をニセコまちが賃貸し、ニセコ
町内での住み替え、ニセコ町への移住・定住促進に向けた住み替え相談や、現在お住まいの
住宅の課題抽出などを、無料宿泊体験を通して行った。その際には高性能である「理由・原
理・基準」などの説明を行い、⻑期的な視点として住宅の脱炭素化の重要性、および脱炭素
社会へのニセコ町と株式会社ニセコまちの理念を案内することで、社会に対する啓発を行
った。 
 
 アンケート調査では、宿泊体験による実体験の感想を集めるだけではなく、可能な限りヒ
アリング形式によってコミュニケーションを図り、課題抽出することとした。 
 
 本業務で使用したモクレニセコ A 棟の住宅性能は、外皮断熱性能 Ua 値 0.23W/㎡ K であ
り、断熱性能等級６、一次エネルギー消費量等級６、劣化対策 ・維持管理対策等級３と国内
最高水準を満たしている。2050 年脱炭素社会へ向けてのニセコスタンダート住宅フラッグ
シップモデルといえる。 
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 また、本年度の宿泊体験者については、EV シェアカーも無料体験できるようにした。

 
写真：モクレニセコ A 棟 外観 
 

 
写真：体験住宅の住⼾のリビング、ダイニング 
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写真：玄関に設置されたエアコン。この 1 台で 80 ㎡の住⼾全体を一定の温度に保つ 
 

 
写真：ソーラーカーポートに設置された太陽光発電パネル 
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（１）宿泊体験の実施期間設定について 

 本年度における宿泊体験の実施期間は、夏季を 7 月初旬〜9 月上旬とし、冬季は 12 月中
旬〜１月下旬とした。 
 夏季においては夏休み期間と重なる事から、実施期間を⻑く設ける事で、町内の家族層に
対して幅広く対応できるよう昨年よりも⻑く設定することにした。冬季においては、気密と
断熱による快適な住宅性能がより体感できるよう、昨年より一か月遅い 12 月中旬〜１月末
と厳寒期に設定した。 
 さらに夏季において体験希望日が重なるなど、受入困難な状況もあったため、冬季では実
験を兼ねて、予約システムの導入と体験日制限を設けて実施した。 

  
写真：夏季宿泊体験チラシ（左）     冬季宿泊体験チラシ（右） 

 

（２）建物・設備案内、および利用方法について 

 モクレニセコ A 棟はオール電化住宅であり、冷暖房や給湯も電気を利用した設備となり、
ニセコ町では一般的な灯油を用いた暖房・給湯設備とは使用方法が異なる。さらに機器の自
動化やこの建物の性能などの情報提供も欠かせない。そのため、設備案内と合わせ宿泊体験
時に困らないようマニュアルを作成した。 
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図：宿泊体験のための案内と設備利用のマニュアル 
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図：宿泊体験のための案内と設備利用のマニュアル 
 
 設備の利用方法はマニュアルで行い、建物の性能については、具体的にイメージしながら
体感できるよう、宿泊体験のリビングには実際にこの建物で使用されている断熱材やトリ
プルガラスのモックアップを用意した。 

 
写真：モクレニセコ A 棟の宿泊体験の住⼾のリビングに設置されたモックアップ 
 
 冒頭で述べたように太陽光発電や蓄電池などの創エネ・再エネ設備によっても、光熱費の
考え方や費用が一般の住宅とは異なるため、案内時にはその仕組みや事例なども説明した。



67 
 

これによって今後も開発が続くニセコミライにおける住宅が、脱炭素には対応済みの環境配
慮型住宅であり、ニセコ町が目指す持続可能なまちづくりのモデルであることを伝えた。 
 

（３）断熱・気密に配慮した住宅での体験宿泊とアンケート調査 

 昨年度同様に本年度においても、対象はニセコ町⺠を中心とし、とりわけ町内での住み替
えやニセコへの移住を検討されている方を選抜して宿泊体験を行った。対象の中には、一部
近隣の町村（後志管内）からのニセコ町内への移住 ・住み替え希望者も含まれたが、９割の
方をニセコ町内在住者とすることができた。また夏季以上に冬季においては、高性能住宅に
ついて興味を持たれている方が多く、宿泊体験時の省エネ関連の説明を興味深く聞かれて
いる傾向があった。 
 宿泊体験者へのアンケート、およびヒアリングの結果を以下に取りまとめた。 
 

 
図：参加者の属性について（その１）。宿泊体験者は、持ち家の⽅が増え、アパートの⽅が
減少した 
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図：参加者の属性について（その２）。宿泊体験者は、ミドルクラスの収⼊や家賃で⽣活さ
れている⽅が多く、築 30 年以上の古い建物に居住されている⽅が半数いた 
 
 住居の種類について⼾建住宅にお住まいの方が、2023 年度は 33%だったが、2024 度は
62％に倍増した。同様の傾向で、持家の方が 2023 年度の 29％から 41％へとこちらも増加
している。本年度においては対象者を「住み替えを検討されている方」と限定して告知した
ことが要因に挙げられる。ニセコ町では、高齢者の一人、二人世帯が大きな⼾建て住宅に住
み、住宅の箱と居住する住人のミスマッチが住宅部門の課題である。ニセコミライの開発で
は、この課題解決も目的に含まれているため、とりわけ⼾建住宅から集合住宅への住み替え
を喚起する点で有効だった告知の方法は次年度以降も継続を検討したい。 

他方で高気密・高断熱の住宅によって、生活の質が向上し、ケタ違いに省エネ（光熱費削
減）となることを町⺠に広く知っていただく機会が減少した懸念もあるため、次年度はこの
点における取り組みも検討する。 
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図：暖房設備についてのアンケート結果。すべての部屋に暖房をかけている⽅は少数派とな
った。圧倒的に多くの⽅が灯油を使っている 
 
 暖房設備は 2023 年度と同様に灯油利用が半数以上を占めており、暖房範囲については、
2023 年度は「すべての部屋」を暖房している方が 58％であったが、今年度は 38％に低下し
た。対して、在室スペースのみの方が 42％から 62％へと上昇している。 
 クロス集計をかけても住居の種類や広さとの関連性は見られず、昨年度は建物自体に全館
暖房設備が導入されている方が多かった可能性、あるいは今年度は灯油代の値上がりで節
約している方が多かった可能性などが考えられる。 
 ご自身の住宅について暖房 （および暖房設備）の不満点についても質問したところ、以下
の回答が寄せられた： 
• あまり暖まらない。床が冷たい。（以前の）ストーブの方が暖かい 
• 気密があまり良くない。温かい空気の循環が十分ではないため場所によっては寒さを

感じる 
• 電気パネルヒーターが好きではない 
• 古い家なので、（暖房に）ムラがある 
• 床暖房が欲しい 
• リビング以外の寝室、脱衣所が暖まらない 
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図：冷房設備や冬季の結露についてのアンケート結果。カビや結露に悩まれている方が半数 
 
 2023 年度の宿泊体験の対象者の 34％は、エアコン利用者であったが、2024 年度に関し
てはエアコンの導入率は 0％であった（築年数が古い建物にお住いの方が多かった影響か）。
ただし建物の所有形態にばらつきがあるため（公営住宅、⺠間賃貸、持ち家）、その理由は
はっきりしなかった。また、結露やカビで悩まれている方が一定数以上いる事は、昨年同様
の傾向である。 
 
 ご自身のお住いの住⼾の冷房 （冷房設備）についての不満点について、以下のような回答
が寄せられた： 
• エアコンがない 
• 扇風機しかないので暑い 
• クーラーはないので夏は暑い。風のある日なら窓や扉を開けていれば涼しい 
• クーラーはない 
• 基本的に扇風機か、窓を開けて空気を入れる程度しかしていないので（エアコンが家

にない）、最近はかなり暑さを感じる 
• エアコンがなく、風通しも悪いため、夏の熱気が籠って抜けない 
• エアコンが無いため、真夏は寝苦しい日がある 
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図：光熱費についてのアンケート結果。冬季以外の平均的な光熱費は 1.5〜3.0 万円 
 

 
図：光熱費についてのアンケート結果。冬季のもっとも高い光熱費は 2.5〜7.0 万円程度で
あったが、中には 10 万円を超えている⽅もいた 
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 町内在住者の多くは、「電気・ガス・灯油」の３種のエネルギー源の設備を利用している
（ガスは調理で少しだけ、灯油は暖房と給湯で大量に、電気は照明や家電などでそこそこと
いう形）。今回の宿泊体験者も一部の暖房を電気にしている住⼾以外でその傾向が読み取れ
た。ニセコミライにおける住宅は今のところオール電化の住宅であるため、「電気」のみの
利用となる。モクレニセコ A 棟においては、オール電化でありながら 80〜100 ㎡（２LDK
〜３LDK）の１住⼾の電気代（つまり光熱費すべて）が月額 9,500 円の定額制となってい
る。これは、超省エネの建物において、４月から 11 月までの平均で８割を超える電気を太
陽光発電によって賄い、冬季のみ電力を購入しているからだ。 
 
 宿泊体験の参加者には、月々にかかる光熱費（電気・ガス・灯油）をアンケートで質問し
た。アンケートは任意項目のため、無回答の方も多くいたが、全項目を回答いただいた方の
データをまとめた。するとほとんどの方は、冬季以外でも、すべての光熱費の支払い額は 1.7
万円/月を超えており、最大で３万円を超えた家庭もあった。先述した通り、このアンケー
ト対象においてはエアコン普及率が０％であったが、エアコン設置を求めている声も多々
ある。そのため、将来的には夏季においてもコストが上昇する可能性がある。 
 また冬季については全家庭が光熱費を毎月２万円以上支払っており、最大では 10 万円を
超えた家庭もあった。これは、もっとも高い月のデータであり、これより低い月の方が当然
多いとはいえ、冬季の光熱費がここまで嵩んでいる状況は、早期に解決すべき地域課題であ
る。 
 

 
図：宿泊体験に参加された理由を質問したアンケート結果 
 
 宿泊体験に参加された理由は、昨年同様に賃貸を希望している方が多かった。また、集合
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住宅の分譲を購入希望の方と⼾建て住宅を建築希望されている方が同数程度いた。以下に、
その他（47％）を選択された方の詳細を紹介する： 
• 移住したいから  ３件 
• 冬でも暖かい家に住みたい ３件 
• 現在の光熱費を抑えたいから ２件 
• 自宅の老朽化から  ２件 
• 家族構成の変化から  ２件 
• 除雪にかかる労力の軽減 ２件 
• アパート・⼾建てに関わらず、３LDK 程度の間取りの賃貸・借家に住み替えしたい 
 
 移住希望の方が複数名おり、そうした方へのヒアリングの結果、ニセコ町内において住み
替え先がないため困っている事が分かった。実際に、株式会社ニセコまちにも賃貸物件を尋
ねる問い合わせが絶えない。ニセコ町の住宅部門では最大の地域課題である。 
 また昨年同様に、冬季の家の暖かさや光熱費の低減について知りたく宿泊体験に申し込
まれた方もあり、省エネの部分で需要が多いことが分かった。 
 

 
図：住宅購⼊時の希望の間取りや価格帯についてのアンケート結果 
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図：住宅購⼊時の価格帯についてのアンケート結果 
 
 希望価格について昨年度と比較すると、2,000〜3,000 万円台が減少し、4,000〜5,000 万
円台が増加した。これは近年の建築費の高騰について、これから家を探そう、家を建てよう
と考え、具体的に動かれている方においては、十分に「現実」が浸透したからだと思われる。
昨年多かった 3,000 万円台というのは、現状では新築では存在しない。 
 今回の参加者は築年数が古い持家の方が多く、建築費が高騰している状況については十
分に理解されている。それでも（多少の費用が上昇したとしても）、住⼾の快適性を求めて
おり、その環境が担保されているニセコミライへの興味を持たれている方々もいた。 
 また、購入費用が上がってしまっている状況に、参加者の意識が変わってきていることが
伺える。参加者の中には２〜３LDK/5,000 万と回答された方々もいた。間取りでは３LDK
を希望されている方がもっとも多く、その多くの方は 4,000 万台を希望されていた。現実的
には、ニセコ町での場合、土地なしで 4,000 万円台は難しい金額感である。 
 次は参加者の感想や要望について取りまとめる。大半の参加者が、室内の快適さと光熱費
の安さに驚かれていた。また、ファミリー層からは子ども部屋が奥にある事で、子どもの動
きをみる事ができる間取りであることや、段差がない造りに好感を持たれる方が多かった。
住まいの省エネ化については悩まれている方が多く、再エネについても興味を持たれる方
が多かった。太陽光発電のパネルを見かけたことはあるが、仕組みを知らない方が殆どであ
ったことから、宿泊体験を通し、再エネ設備を案内する事も重要だった。以下は寄せられた
感想や意見について整理して取りまとめたものである： 
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◆ポジティブな感想 
設備関連 
 部屋全体がマイルドで室内の温度がとても快適 
 太陽光発電（再エネ）により、光熱費が凄く安い事に驚いた 
 太陽光発電も、思っていたよりソーラーパネルも⻑持ちするようなので良い 
 全館暖房、省エネ、高性能な住宅は快適であり、住宅選びの参考になった 
 とても快適でファンの音も心地よくぐっすり眠れた 
 照明やモズ周りの設備がとても良い 
間取りについて 
 家の中に段差がなく、移動がしやすく開放感がある 
 子ども部屋が奥にあり、玄関からリビングという共有スペースを一旦通らなければい

けない作りの設計が良い 
 この建物だとどんな家族でも心地よく暮らせるのではないかと思う 
その他 
 廊下、トイレ、車庫などの電気が自動で点灯し、消灯するのがエコで良い 
 EV シェアカーがあるのは良い 
 雪の重さに耐えられる造りで、雪も滑り落ちない無落雪なので、落ちてくる屋根雪の

除雪が不要なのが素晴らしい 
 木材のいい香りに和みました 
 10 年後にも価値が下がらないことは魅力的 
 一人暮らし用物件を探しているので、ニセコミライの賃貸が始まったら情報が欲しい 
 
◆要望や指摘 
設備関連 
 IH よりもガスの方が良い（電磁波が気になる。ガスの方が料理しやすい） 
 寝ているときに寒かった（注：夏季／冷房の効きすぎ？） 
 空調について、自動ではなく、手動で微調整したい 
 高気密・高断熱の造りは有り難いが、空調などはやり過ぎ感がある 
 個人的には窓がもっと大きい（多い）方が良い 
間取り 
 子育て世代にとっては収納スペースがもっと欲しい 
 主寝室のスライド式の３枚扉は、ガラス素材なので子どもには危なそうに感じた 
 洗濯機の置き場が使うには不便ではないかと思った 
 天井が低いと感じる 
その他 
 上階の生活音が気になった 
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 寝ているときにパンッという木の音が気になった（注：木の軋む音と思われる） 
 駐車場から建物まで離れているのが気になった 
 
 要望や意見として、もっとも多かったのが収納スペースである。子育て世代には足りない
との意見もあり、レジャー用品（スキーやキャンプ用品）などを多く持たれている方には少
ないと感じられる感想が少なくなかった。また、室内の快適性は変わらないが、エアコンは
手動制御を好まれる意見も複数あった。自動化により 24 時間稼働しているため、体感温度
には個人差が出て、夏季においては睡眠時に寒く感じられた方がいた。エアコンを消しても
自動で再稼働し、また消すことを繰り返し行ったという意見をいただいた。 
 

（４）宿泊体験事業を実施した上での考察 

 昨年度から引き続き、移住 ・定住 （町内の住み替えと域外からの移住）に向けた宿泊体験
を実施した。継続してニセコミライへの関心を持っていただいていること、および賃貸住宅
の需要が非常に高いことが分かった。また、今年度は応募対象として「住み替えをご検討の
方」であることを条件としたこともあり、⼾建住宅にお住まいの方に多く体験していただく
ことができた。 
 
 設備や間取り、室内デザインなどは個人的な趣向による部分も多くなると思われるが、光
熱費については、多くの方が低価格で定額であることに驚かれていた。この点から住宅の断
熱・気密性能が日常の快適性を大きく向上させ、環境負荷を低く抑えられることの訴求につ
なげられている。だが、建築価格が高騰を続けている現状において、このような高性能な住
宅は、目先の価格では手が届きにくい状況にある事も事実である。⻑期的な視点では資産価
値を維持できること、省エネ法の厳格化など GX の文脈で国が実行を計画している将来の
法規制に対応していること、ニセコ町が目指す持続可能なまちづくりとして意義があること、
などについて、具体的にデータや事例を提示し、説明していくことが必要である。こうした
建築は、子どもたちの世代のための 2050 年脱炭素社会の実現に向けての課題解決であると
捉えていただけるように。 
 宿泊体験を実施した第一の目的である、脱炭素の取り組み推進については、省エネ住宅を
体験し、アンケートに回答いただく中で、自身がお住まいの住居の光熱費を振り返ったとき、
高気密・高断熱の住居との差を体感いただけたことで、意識の醸成につなげられた。 
 

第二の目的である、ニセコミライへの域内移住（住み替え）、および域外からの定住促進
についても、宿泊体験およびその告知を継続することで徐々に関心の声が多くなってきた。
関心を持っていただいた方には、前述したように価格と広さやグレードのみではなく、日常
生活における価値を体感いただけた。 
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第三の目的である域内経済循環の向上について、域外から購入している化⽯エネルギー削
減の観点から、建物の省エネ化、および太陽光発電を主体とする再エネの活用を図ることで、
域内にお金が留まることを認知いただけた。今後も引き続き、建物の省エネ化の重要性や省
エネ設備への買い替えによる効果を伝え、域外からの化⽯エネルギー削減についてより説
明していく余地がある。 
 

（５）宿泊体験に活用した高性能住宅における省エネ・創エネ性能 

 宿泊体験に活用したモクレニセコ A 棟の住⼾（２LDK、２〜３人世帯の居住を想定、オ
ール電化）におけるエネルギー消費にかかわる数値は、以下の通りであった。 

 
図：2024 年３月 1 日〜2025 年２月 28 日の電⼒消費量の推移 
※2024 年３月 25 日〜28 日、12 月 26 日〜2025 年１月９日、２月 19 日〜23 日までの合計
３回については、データ収集がトラブルによって停⽌した 
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 この１年間において、宿泊体験に利用した住⼾では暖冷房のためのエアコンで 841kWh、
給湯のためのエコキュートで 671kWh、その他（照明、家電、IH 調理、換気など）で 1,200kWh
の消費電力量が計測された。正確には（トラブルによる）データ不足日数が 24 日間あった
ので、341 日間（11.4 か月）においてという意味である。 
 これらの電気代をすべて購入してきた電力で賄ったと仮定したら、以下のような費用が生
じたはずである。 
• 暖房・冷房 ： 841kWh/341 日×40 円/kWh÷11.4 月≒  2,950 円/月 
• 給湯 ： 671kWh/341 日×40 円/kWh÷11.4 月≒  2,350 円/月 
• その他 ：1,200kWh/341 日×40 円/kWh÷11.4 月≒  4,200 円/月 
• 合計       9,500 円/月 
 
 もちろんこの部屋はモデルルームにしており、暖房冷房のための消費電力量はその他の常
時居住している住⼾と変わりがないが、宿泊体験などの際にしか浴槽は利用しないため給湯
利用の消費電力量は、ほぼ貯湯タンクの保温のために使われているだけで、他室の常時居住
している住⼾の消費電力量と比較すると約 1/2 程度に留まっている。その他の照明、家電、
IH 調理、換気などについても給湯と同様で、常時居住したならこの消費量は約２倍となっ
たはずだ。そのため、このモデルルームに常時居住者がいたとしたら、以下のような光熱費
となったはずである。 
• 暖房・冷房 ： 841kWh/341 日×45 円/kWh÷11.4 月≒   2,950 円/月 
• 給湯 ： 671kWh×２/341 日×45 円/kWh÷11.4 月≒  4,700 円/月 
• その他 ：1,200kWh×２/341 日×45 円/kWh÷11.4 月≒  8,400 円/月 
• 合計       16,000 円/月 
 
 毎月 16,000 円程度の定額の光熱費で、部屋の隅々まで年中、常に同じ温度帯で快適・健
康に生活することができる。さらにモクレニセコ A 棟には太陽光発電が設置されており、
４月から 11 月までは８割を超える電力が自給自足されており、購入する電力量は主に冬季
のみで、全体の消費電力量の半分程度である。 
 そのため、毎月 9,500 円の定額制での光熱費が実現できている。以下に年間を通じてのこ
の住⼾の温湿度、太陽光発電の発電状況について図を示す。 
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図：宿泊体験に活用した住⼾の室温の推移（2024 年３月１日〜2025 年２月 28 日）。室温は
およそ 22℃〜26℃の範囲内で推移している 

図：体験宿泊に使用した住⼾では、⾃動制御により温度・湿度を制御している。室温最⼤値
は 2024 年７月 15 日の 27℃（⻄日が⼊った瞬間）、最低室温は 2024 年４月 26 日７時の
21℃であった。一⽅の外気温は夏 30℃を超え、冬△15℃を下回っており、外気温と縦軸（温
度）の縮尺を合わせると、室温はほぼ一直線になっているのが分かる 

図：ソーラーカーポートの太陽光発電における⾃家消費向けの発電量（緑）と建物・駐⾞場
の消費電⼒量の⽐較（太陽光発電の運用開始は 2025 年４月 20 日から）。４月から 10 月ま
ではほぼ全量近く、太陽光発電で消費電⼒を賄っているのが分かる。11 月からは急激に日
射が減少し、12 月〜３月までは積雪のため太陽光発電は発電しない 
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2-1-2 都市 OS の導入の検討 

（１）背景と目的 

 ニセコミライでは、新たなまちづくりのモデルとして、環境・経済・社会のそれぞれの分
野において、持続可能な発展を目指す SDGs 街区としての役割を担っている。これまで、ニ
セコミライでは、開発や建築に関する構想や基本/実施設計の策定、さらには造成や建築工
事が行われ、脱炭素社会に即応した街区形成が推進されている。これらの取り組みは環境・
経済の分野において一定の持続可能な発展を促進している。 
 
 一方で、2024 年３月から入居がはじまった１棟目の分譲住宅に加え、2025 年３月までに
賃貸住宅、および２棟目の分譲も整備され、今後は、引き続き賃貸住宅やシェアハウスの整
備が加わり、多様な背景を持つ住⺠が暮らしはじめていく。そのため今後は、新規住⺠の定
着化や町内会活動の活性化、隣人との付き合いを通じたコミュニティの醸成など、ニセコミ
ライに暮らす住⺠の生活の質を高めるソフト的な施策が求められていく。 
 本事業では、これらの目指すべき姿を実現するための基盤となる媒体やプラットフォーム
として、「都市 OS」の導入に向けた検討や調査を行い、実証的な導入までを実施する。 
 都市 OS は、従来の町内会活動や地域コミュニティの在り方を、デジタル技術を活用して
発展させるものであり、情報伝達の効率化、町内会への参加促進、地域活動の利便性向上を
目的とする。ここでは都市 OS の本格導入に向けた調査・検討を進め、実証を通じて、その
実現可能性について整理する。 
※ ニセコ町にある 56 の自治組織は、町内会・親交会・管理組合・共和国などの呼び名で

組織化されており、統一した名称とはなっていない。また、ニセコ町も自治組織を表現
する際、自治会・町内会などを併用しており、統一していない。本文では、通称として
「町内会」という用語に統一する 

 
 なお、都市 OS については、SDGs モデル地区であるニセコミライにおける導入に留まら
ず、効果があると検証された後は、将来的に、希望するニセコ町内の既存の集落や町内会に
展開していく取り組みであることも前提とする。そのため、過剰な初期投資や大きな負担と
なるランニングコストを伴わないで行えることが重視された。例えば、首都圏の大規模マン
ションなどで導入されているような都市 OS は、大手 IT ベンダーが制作したものが提供さ
れているが、継続的に大きな改修費・更新費・維持管理費用が生じるものであるため、人口
規模が小さなニセコ町のコミュニティでは身の丈が合わない。それゆえ、ニセコ町のような
小規模自治体、農村における町内会運営において、持続性があるプラットフォームであるこ
とを重要視した。 
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（２）都市 OS とは 

 ニセコミライにおける都市 OS として必要な機能や求める役割を、上記の背景や目的から
以下の通り定義した： 
1. 都市 OS とは、町内会や地域コミュニティの運営をデジタル化し、情報の流通、住⺠間

の交流、決済機能の統合を通じて、利便性を向上させる仕組み、およびその基盤となる
プラットフォームである 

2. 都市 OS は、従来の紙媒体中心による情報伝達や対面での町内会運営の課題を解決し、
デジタル技術を活用することで住⺠の利便性や生活の質を高めることに寄与するもの
である 

3. また、ニセコ町に多い地域外からの移住者であっても、農村であるニセコ町の地域コミ
ュニティに気軽に参加でき（アクセスが容易）、町内会活動に対して参画しやすくなり、
結果的に町内会の加入率が向上したり、住⺠自治が機能していくことにも寄与するも
のである 

 
 この定義からプラットフォームである都市 OS が求められる役割は、以下の３つであると
し、検討を進めた： 
(ア) 通知（町内会や賃貸などの管理者からの情報伝達の効率化） 
(イ) ID 管理・交流（住⺠データの統合とコミュニケーション強化） 
(ウ) 決済（町内会費やイベント参加費のキャッシュレス化） 
 

（ア）通知 

 都市 OS が担うべき役割の一つは、必要な情報を伝達する通知である。現在、ニセコ町の
ような農村における町内会や集落間の情報伝達手段としては、回覧板や印刷物の掲示、ニセ
コ町広報誌の配布といった紙媒体を中心とした手法が一般的である。これらの伝統的な手
法は、印刷物として手元に残るため、とりわけ高齢者層には読んでもらえる （伝わる）可能
性が高いというメリットがある。 
 一方で、紙媒体の作成・印刷から配布まで時間を要し、情報の伝達速度は遅い。また各住
⼾間で回覧するため運営は人の時間に頼るためその負担は大きく、印刷物のコストも発生
することがデメリットであり、とりわけ若者層では（人的・資金的なコストを投じた印刷物
を）読まずにそのままゴミ箱にというケースも往々にしてある。さらに、その印刷物を物理
的にどこまで保管するのかは、それぞれの家庭での裁量となるため、多くのケースでは数か
月前の情報を再度見つけようとしても、廃棄されている、あるいはどこかに片づけてしまっ
ているなど、再度見つけることが困難であることもデメリットである。 
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 都市 OS というプラットフォームが従来の紙媒体の情報伝達手法に代替する機能を担う
ならば、以下のような課題解決を行うことができる： 
• 住⺠がリアルタイムで通知などを受け取ることができる 
• 町内会や（賃貸住宅や公営住宅などの）管理者からのお知らせ通知の利便性が高まる 
• 機能を入れ込むならば、受け取り側からその通知に対してのリアクション（いいね！、

あるいは質問や報告など）が可能（紙媒体には存在しない機能） 
• 回覧板を回すといった住⺠の負担軽減、掲示板への掲載などの情報発信者の負担軽減

が期待できる 
• 防災面など緊急性の高い情報の発信においても効果を期待できる 
• 物理的な印刷物と比べて、過去の情報などの集約や必要な情報にアクセスしやすいス

トック性に期待できる 
 
 一方で、都市 OS はデジタル技術を使った媒体であることが前提であり、利用する端末は
PC、およびスマートフォンを前提としているため、世代間の情報格差、デジタルデバイド
（情報格差）についても一定の考慮が必要である。そのため、都市 OS のプラットフォーム
は幅広い世代で操作しやすいことはもちろん、デジタルツールをメインで活用しながらも
従来の方法や手段も一部残存させ、組み合わせて活用することも考慮する必要がある。しか
しながら、全面的な配慮を行う前提であると、結局、従前の紙媒体を完全併用しなければな
らないことになり、単に都市 OS というひと手間が追加されただけで、情報の発信者側も、
受け取り側の負担も軽減されず、幸せにはなれない。そのため、どのレベルのデジタル化は
（例えば、LINE が使える）、最低限ある前提にするのかについては、事前に十分に議論し
ておくべきである。 
 

（イ）ID 管理・交流 

 都市 OS の役割の一つに、住⺠の ID 管理と交流の促進がある。現在、ニセコ町のような
農村における町内会や町内会の会員情報は、紙媒体で作成したリストによる管理、エクセル
などの簡易なデジタルツールを用いた管理、あるいは住⺠情報の管理はそもそもしていない
など、情報が分断されているのが特徴である。また、町内会活動に関する住⺠同士の交流は、
対面での集会やイベントを中心に行われており、それらは年に複数回程度と日常的なコミ
ュニケーションの場も限定されている。そのため、地域の活動に関する情報が特定の住⺠に
しか伝わらないケースもあり、新規移住者や若年層の町内会参加のハードルが高いことが
課題としてある。（例えば、ニセコ町内へ移住して来たばかりの町⺠は、特別なケースを除
いて、自動的に町⺠運動会や花見、総会などに誘われ、それを起点に町内会に加入するよう
な仕組みになっていない。時間をかけて、なにかのきっかけでそうした機会に参加できるよ
うになる方もいれば、⻑期居住していても、一向に誘われないままの方、つまり永続的に町
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内会へは未加入の町⺠も大勢いる）。 
 
 都市 OS を活用すると、町内会の会員管理をデジタル化し、住⺠の情報を一元化できるよ
うになる。これにより、町内会加入の手続きが簡素化され、とくに新規移住者がスムーズに
町内会に参加できるよう誘導する仕組み、環境が整うことが期待される。 
 会員管理が実装されると、それぞれの会員にタグをつけることで、個別に情報を伝達した
り、通知したりする機能も、都市 OS 上で簡単に行うことができる。 
 また交流促進においては、オンライン上での住⺠交流を促進するために、掲示板やグルー
プチャットなどの機能を導入することで、日常的な情報交換が可能になり、町内会活動への
参加意識を高めることができる。 
 
 一方で、ID 管理に関しては個人情報の取り扱いが重要な課題となる。住⺠のプライバシ
ーを保護しつつ、必要な情報のみを適切に管理・共有できる仕組みの構築が求められる。そ
のため、アクセス権限の設定やデータの暗号化など、情報セキュリティの強化が不可欠とな
る。また、オンライン交流の促進は、対面での地域交流を全面的に代替することはできない。
とりわけ高齢者などデジタルツールの利用に慣れていない層への配慮も必要である。これ
に対しては、オフラインのイベントと組み合わせるなど、デジタルとリアルの融合を図るこ
とで、住⺠の多様なニーズに対応することが求められる。 
 
 今後の検討として、ID 管理システムの設計においては、町内会単位での情報管理と町全
体での情報共有のバランスをどのように図るのかが検討課題となる。また、オンライン交流
についても、住⺠が利用しやすい形で提供するために、どのようなツールを活用してゆくの
か、導入方法を含めた検討も必要となる。 
 

（ウ）決済 

 都市 OS のもう一つの重要な機能として、町内会費や町内会の会計業務を効率化するため
の決済機能が挙げられる。現在、ニセコ町のような農村における町内会費の徴収は、主に現
金での手渡しや徴収、あるいは、銀行振込が中心となっており、徴収担当者が各家庭を訪問
したり、会計担当者が手作業で管理したりすることで運営されている。これにより、住⺠に
とっては支払いの手間が発生し、町内会役員にとっては現金管理や未納の確認などの負担が
大きくなっている。 
 都市 OS に決済機能を組み込むことで、町内会費の支払いをキャッシュレス化し、住⺠が
スマートフォンや PC から簡単に支払いを完了できる仕組みを提供することが可能となる。
具体的には、クレジットカード決済、コンビニ支払い、QR コード決済などを導入し、複数
の支払い手段を選択できる形にすることで、利便性の向上が期待できる。 
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 これにより、徴収業務の負担が軽減されるだけでなく、未納者の管理も容易になり、町内
会の財務状況の透明性向上にも寄与する。 
 
 また、決済機能が実装していくことで、町内会費だけでなく、町内で行われるイベントの
参加費や、共有施設の利用料の支払いにも活用することができる。例えば、ニセコミライに
おいては、すでに提供されている EV シェアカーの利用料の決済を都市 OS 上で完結できる
ようにすることで、運用の効率化と利用促進を図ることができるだろう。さらに、将来的に
は、町内会ごとの共通ポイント制度を導入し、地域経済の活性化や住⺠の地域活動参加を促
す仕組みを構築することも検討の余地がある。例えば、地域内の飲食店事業者が近隣の町内
会に共通ポイントを配布し、そのポイントによって町内会加入者は支払いの際の割引措置が
受けられるなどの機能も拡張できる。こうした取り組みによって、地域内の事業者が潤い、
町内会加入者も便益を享受できるなど、地域内経済の循環を促進することも可能となる（い
わゆるニセコエリア特有の二重価格が熱望されている課題も、町内会への共通ポイントの
付与で一定程度の解決が可能）。 
 
 一方で、決済機能を導入する際には、いくつかの課題がある。まず、システムの導入・維
持にかかるコストが問題となる。とくに、決済システムの利用には一定の手数料が発生する
ため、どの決済手段を採用するかによって、町内会側の負担が変動する。また、キャッシュ
レス決済に慣れていない高齢者層に対するフォローも必要であり、従来の現金支払いの選
択肢を残すか、コンビニ払いなどの選択肢も残すかなどサポート体制を整える必要がある。 
 今後の検討としては、決済システムの導入に当たって、その維持コストを配慮した上での
町内会費の設定、あるいはシステム導入後の運用費負担を軽減するために、町内会自身がど
のような体制で管理・サポートを行うのか、町内会役員や町内会と都市 OS 提供者の連携の
あり方についても議論を深めていく必要がある。 
 

（３）ニセコミライにおける都市 OS で導入予定のサービス 

 都市 OS の目的と定義から、必要な３つの役割を軸にしつつ、ニセコミライは SDGs モ
デル事業の側面もあることから、「環境」「経済」「社会」のそれぞれの社会課題の解決に適
応した機能を充実させていく機能について検討を重ねた。 
 ニセコミライの都市 OS 機能として、導入決定済み、あるいは今後導入していく予定の機
能を以下に整理した。 
 
EV シェアカーの利用促進 
 ニセコミライでは、脱炭素社会に適応した交通モデルとして、EV シェアカーの実証実験
を行いながら導入している（後述の④EV を活用したシェアリングサービスの構築・推進を
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参照）。そもそも人口 5,000 人程度の小規模な農村においては、大人１名につき１台のマイ
カーというのが当然の社会である。シェアカーの利用や導入の事例は多くはない。 
 それでも現在は、すでに１台の EV シェアカーがニセコミライに整備されており、今後、
マイカーの所有台数を減らすため、ニセコミライの住⺠が利用する上でのハードルを下げ
てゆく必要がある。このため、住⺠には EV シェアカーの利用方法や予約システムの説明、
アプリの紹介、また、住⺠の利用を促進するためのポイント付与 （割引）などの機能や案内
を都市 OS 上でできるような機能を付与したい。 
 なお、現在、ニセコミライの EV シェアカーについては「Patto」というシェアカー利用・
管理のアプリを使って予約や決済が行われているため、Patto との連携を前提とした機能が
必要である。 
 
広報ニセコの閲覧 
 ニセコ町が毎月 1 日に発行している広報誌「広報ニセコ」は、ニセコ町内の町内会が主体
となって各町内会で配布されている。一方で、町内会加入をしていない場合は、広報誌が届
かないという課題があること、また町内会内での配布作業は、町内会役員や担当者が人力で
行っている地区も少なくなく、負担になっている側面もある。 
 そこでニセコミライの町内会では、都市 OS のプラットフォームで配信し、 「広報ニセコ」
をスマートフォンなどのデジタルデバイスで読めるようになることで、配布する手間やコ
ストを低減し、また情報が行き届きやすい環境を整備していきたいと考えている。またニセ
コ町では、LINE の公式アカウントですでに「広報ニセコ」の配信を行っている。そのため、
ニセコ町が有する機能に、ニセコ町の LINE の公式アカウントからでも、町内会の都市 OS
からでも、どちらからでもアクセスできるような調整が必要となる。 
 一方で紙面による広報誌を受け取りたいというニーズも一定数は残ることも考えられる。
そのため、ニセコミライの開発事業者でもあり、集合住宅の管理会社でもある株式会社ニセ
コまちの事務所に、紙媒体が必要な方は取りに来てもらう運用も導入予定である。 
 確かに、デジタルだけで完結するよりは手間がかかる部分もあるが、一方で広報誌を受け
渡し時に、ちょっとした会話などコミュニケーションが増える部分でメリットも考えられ
るため、当面はデジタルとアナログの組み合わせによる効果を検証していきたい。 
 将来的には株式会社ニセコまちの事務所ではなく、今後整備予定のシェアハウスやラン
ドリーカフェのようなコミュニティスペースが配布場所となり、そこでコミュニケーショ
ンが図られることが最適である。 
 
ニセコミライ内の共有施設の予約や申し込み 
 ニセコミライでは今後の計画の中で、ランドリーカフェやシェアオフィススペースなど
の共有施設を計画している。またニセコミライ敷地内の共有地（コモンズ）には農園や緑地
が整備されている。こうした施設の利用の申し込みや空き状況の確認について、都市 OS を
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通して行えることを計画している。 
 また、町⺠が共同で畑作業をするニセコミライ農園の農機具、DIY 用具など共有で使え
る機器が整備されたときに、これらの予約や利用申し込みについても都市 OS から手続きが
できることを検討していく。住⺠の数が一定数になる将来には、個々の所有物を他者も利用
できるようなシェアリングエコノミーにまで発展できることも視野に入れる。 
 
暮らし方マニュアル 
  ニセコミライでは、環境負荷の軽減と快適な暮らしの両立をコンセプトに掲げている住宅
地であることから、いずれの建物も高断熱・高気密の住宅性能であり、各種設備も最新の仕
組みを導入している。一方で、従来の住宅と異なるため、快適に暮らすためのコツを取りま
とめた「暮らし方マニュアル」を建物ごとに作成し、配布している。 
 具体的には、エアコンの室温設定や換気扇や室内換気の使用方法、水道光熱費が一定であ
る住宅の場合は、水道や光熱費の使用量の目安の提示、その他、ゴミの収集や駐車スペース
に関することを網羅している。こうしたマニュアルは入居時に紙で印刷したものを全⼾に
配布もするが、都市 OS にアクセスすることで、速やかに内容の確認ができるようにするこ
とで利便性が高まる。 
 
HEMS（エネルギーマネジメントシステム）の閲覧 
 ニセコミライでは、各住⼾、各建物、そして最終的には街区全体でエネルギーのマネジメ
ントを行い、環境負荷の低減はもちろん住⺠の光熱費負担を減らしていくためのエネルギ
ーマネジメントシステムを実証的に導入している。現在は、各住⼾の住⺠が、エネルギーを
どれだけ消費をしているか、あるいはどれだけ発電・蓄電がされているかといった情報の可
視化については、管理者だけが専門のアプリケーションによって確認することができるが、
将来的には、こうした HEMS 機能については、都市 OS からも個々が閲覧し、設定の調整
などできることも検討していく。 
 
住⺠交流ができるチャットグループ 
 都市 OS の３つの主要機能の中に「通知」機能があるが、これは、管理者から住⺠への、
1：N（情報発信者が１に対して、受け取り側が複数いる）の情報伝達を想定している。 
 一方で、住⺠同士がオンライン上でも気軽にやり取りができる N ：N （情報発信者も受け
取り型も複数いる）の交流機能は必要である。例えば、住⺠同士でニセコ町内のお店や飲食
店といった地元情報の交換を行うことはもちろん、「買います・売ります」、「あげます・い
ただきます」といった物の融通を行ったり、 「やります・お願いします」といった助け合い、
相互扶助を促進する役割も期待されている。 
 またこうした交流機能においては、プライバシー保護の観点も配慮する必要がある。前提
として、住⺠のみが参加できるセミクローズな場であること、実名や電話番号などの個人情
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報が誰でもオープンにはわからないような緩やかな繋がりの場であることの配慮は重要で
あり、リアルでの近所付き合いやイベントでの交流促進の機会も含めてコミュニティの醸
成をしていく必要がある。 
 

（３）都市 OS のプラットフォームの選定 

 都市 OS の導入にあたり、住⺠が継続的に利用でき、利便性と運用の持続可能性を確保で
きるプラットフォームの選定が重要である。本検討では、専用アプリの開発、既存サービス
の活用、SNS と WEB の組み合わせ、決済システムのコストといった観点で比較・検討を行
った。 
 
専用アプリの開発 
 都市 OS を実装する方法の一つとして、専用アプリの開発が挙げられる。専用アプリの利
点は、独自の UI/UX 設計が可能であり、カスタマイズ性が高い点である。また、住⺠向け
の通知、決済機能、会員管理、地域交流といった多機能を統合することも可能であり、実現
したい機能のほとんどを再現することが期待できる。 
 しかしながら、大きなデメリットは開発コストである。専用アプリとは、スマートフォン
アプリの開発を主に意味するが、これらの設計・開発費用のほか、OS ごとの対応
（iOS/Android）、さらには OS のアップデートに伴うアプリのバージョンアップといった
維持管理費、更新費が必要となる。 
 概算として、基本機能のみのアプリでも初期費用で数百万円以上の開発費がかかり、アッ
プデートや保守費用も月額で数万〜数十万程度が継続的に発生、もしくは専属のエンジニア
を雇用する必要があるため、一定規模の利用者や収益が見込めない現状では現実的ではな
い。 
 また、利用者の導入ハードルの高さもデメリットとなる。独自の専用アプリであれば、住
⺠が新たにアプリのダウンロードをする必要があり、またアカウントの登録などの手間が生
じることはマイナス要素である。 
 以上の点から、専用アプリの開発は、現時点では費用対効果に優れず、運用の負担が大き
いとして、既存のプラットフォームを活用する方針とすることにした。 
 
既存サービスの利用 
 既存のクラウド型地域プラットフォームや自治体向けのサービス （例 ：町内会向けアプリ、
町内会管理ツールなど）の導入も選択肢として検討した。これらのサービスの中には、会員
管理、通知、決済といった機能が一体化されているものもあり、かつ既存サービスを利用す
るため、開発コストが不要であり、専用アプリと比べて初期費用の大幅な削減が可能である。 
 しかし、導入にあたり以下の課題が浮き彫りになった。まず、月額利用料が高額であるも
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のが多いことが挙げられる。一般的な町内会向けのクラウド型サービスは、住⺠数に応じた
従量課金モデルや、その他の固定費が発生し、最低でも月額で数万円程度の利用費用が必要
になる。一定の利用人口や世帯数が多い都市部の町内会や大規模マンション（管理組合）で
あれば、町内会費や管理費用などから拠出することが考えられるが、人口が最大でも 100〜
500 名程度の小規模な町内会では、維持費負担が継続的に大きいことが課題である。 
 またニセコミライは、一時期に集中して開発を行うのではなく、ニセコ町のニーズに合わ
せ、柔軟性をもたせながら 10 年程度の歳月で住宅地開発を行う計画としており、利用する
人口や世帯数は徐々に、段階的に増加していくため、固定費分の負担比率が初期段階におい
ては重くのしかかることも問題である。 
 その他にも既存サービスの利用であるため、独自のカスタマイズは難しい。そのため、都
市部でも、農村でも、同一サービスの提供が原則であり、地域ごとのニーズに応じたカスタ
マイズが難しい。さらに、団地やマンションエリアの開発を手掛ける大手ディベロッパーが
独自に開発をするケースも多いが、そもそも他のエリアや管理会社に対して、一般展開をし
ていないサービスもあった。 
 このように、継続的にかかるランニングコスト負担や、ニセコミライにおける課題や求め
られる機能を有しており、一般に共用されている既存サービスがわずかしか存在しないと
いう観点から、既存サービスの導入には慎重な判断が必要とされた。 
 
SNS と WEB サイト/サービスの組み合わせ利用 
 これらの課題を踏まえ、最終的には 「SNS （LINE 公式アカウント）＋WEB サイト/サー
ビス」による導入方式を採用した。選定理由は以下の通りである： 
• LINE の普及率の高さ： 

総務省の調査によると、日本国内における主要 SNS のアクティブユーザー数では LINE
が全年代で最多となっており、高齢者層を含め幅広い利用が確認されている。これによ
り、新たにアプリをインストールする手間を省きながら、住⺠への情報提供が可能とな
る。通常の LINE アカウントは個人利用を想定されているが、複数人での管理や追加機
能がある公式アカウントは、個人アカウントと同様の UI/UX 画面での利用が可能なた
め、導入ハードルはもっとも低いと考えられる 

• リアルタイム通知が可能： 
LINE のプッシュ通知機能を活用することで、町内会や自治体からの重要なお知らせを
即時に配信でき、受信もしやすい 

• 会員管理と交流の実現： 
LINE 公式アカウントをカスタマイズ利用することで、簡易的ではあるものの住⺠の入
居先などの情報を整理した会員管理が可能である。また、オープンチャット機能を使う
ことで、個人情報（個人アカウント）がわからないように匿名で参加できる交流機能も
実装可能である 
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• WEB サイト/サービスの組み合わせによる拡張性： 
さらに、WEB サイトや WEB サービスと連携することで、実現していきたい機能の実
装も可能である。将来的には会員専用の WEB サイトを導入し、通知情報のアーカイブ
や詳細な情報管理を行うことで、LINE アカウント公式では不十分な機能を補うことも
可能となる。 

 
 一方で、複数のサービスを利用することによるカスタマイズの煩雑化、管理工数の増加は
デメリットである。また LINE 公式アカウントの仕様変更が予期せぬ形で実施されると、継
続が不可能になるリスクもある。 
 しかし、利用世帯が数十程度から始まるニセコミライにおける都市 OS を担うプラットフ
ォームとして、まずは小さくはじめ、ある程度要件が固まったタイミングで、既存サービス
や専用アプリの開発に踏み切る手順の方が、身の丈にあって最小限のリスクで導入ができる
と判断した。また導入に伴い、管理者側の煩雑化も想定されるため、実証導入をしながら作
り込まない範囲で簡易的なマニュアルの整備も行う予定である。 
 
 これまでのメリットとデメリットを以下の一覧表に整理した： 
都市 OS の導⼊⽅法 メリット デメリット 選定理由 
専用アプリの開発 • 独⾃の UI/UX 設計 

• カスタマイズ性が高

い 

• 多機能統合 

• 開発コストが高い 

• 維持管理費が必要 

• 導⼊ハードルが高い 

現状の規模では費用対

効果が低く、開発費用や

維持管理費用の負担が

⼤きい 

既存サービスの利用 • 開発コストが不要の

ため初期費用の⼤幅

削減 

• 導⼊実績あるサービ

スがすぐに使える 

• 月額利用料が高額 

• カスタマイズが難し

い 

• 導⼊手間や負担が発

⽣ 

現状の規模では費用対

効果が低く、開発費用や

維持管理費用の負担が

⼤きい 

SNS と WEB サイト
/サービスの組み合
わせ 

• 既存 SNS 活用で、導

⼊ハードルが低い 

• 初期費用や管理費用

が最小限で可能 

• 一定の拡張性が見込

める 

• カスタマイズの煩雑

化 

• 管理工数の増 

• 仕様変更によるリス

ク 

小さくはじめ、最小限の

リスクで導⼊が可能 
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（４）都市 OS の整備状況 

 前節までの（３）の検討を経て、都市 OS の導入方式は LINE 公式アカウントを軸とし
た開発を行った。なお、入居者が増えていくにつれて、その都度修正を行っているため、実
際の画面とは異なる場合がある。 
 

 
図：ニセコミライ都市 OS、LINE 公式アカウントの初期画面 
（図の左下）ニセコミライ WEB サイトへの導線（将来的には会員サイト） 
（図の中下）⼊居者専用オープンチャット（匿名参加の LINE グループ）への導線 
（図の右下）ニセコミライで導⼊しているシェアカーのアプリへの導線 
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図：ニセコミライ 都市 OS  LINE 公式アカウント アカウントプロフィール画面 
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図：ニセコミライ 都市 OS LINE 公式アカウント シェアカー利用の案内と⾃動応答 
 
 シェアカー利用を希望される案内として、特定のキーワードを入力すると利用方法や入
居者へのポイント特典を付与する手続きの案内を自動応答できるようにした。 
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図：ニセコミライ都市 OS、LINE 公式アカウント、オープンチャットの例 
 
 通常の LINE アカウントとは別にオープンチャット用にアカウント名（ニックネーム）を
設定した上でコミュニケーションや交流ができるグループを作成した。通常の LINE アカウ
ント情報と区分けすることで、連絡先が公開されず、個人情報は一定範囲で守った上で住⺠
同士の交流を行うことができる。 
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（５）今後の課題 

 最小限の開発・維持管理コストによって、拡張性、柔軟性のある形で都市 OS の導入を開
始した。しかし、そもそも都市 OS の利用者、つまりニセコミライの入居者の数が一定程度
に達しなければ都市 OS の利便性が高まらず、都市 OS を活用する意義も少ないため、今後
も継続的に実証的な形で導入を推進していく必要がある。 
 また都市 OS はあくまで、新規住⺠の定住促進や、町内会活動の活性化、コミュニティの
醸成など、ニセコミライに暮らす住⺠の生活の質を向上させるためのツール （手段のうちの
一つ）である。そのため、都市 OS 機能だけで住⺠生活は充足するはずもなく、実際の近所
付き合いやコニュニティの運営、町内会運営や居住者の近隣づきあいへの寛容性などが重
要である。 
 そのため、今後本格的に立ち上がっていく町内会での活動内容や、ニセコミライに導入し
ていく予定のサービスの質や量によっても、都市 OS で求められる機能や役割が変化する。
オンラインとリアルのそれぞれの方針や足並みを揃えていく必要がある。 
 
 都市 OS の利用を促進するという意味では、最初に都市 OS に登録する作業が生じること
から、住宅に入居するタイミングで登録方法を案内するだけではなく、その場で寄り添いな
がら、スマートフォンで登録を促すことが重要である。また町内会向けのイベントなどで実
際に対面で知り合うタイミングに導入を推奨するのも有効である。結果として、都市 OS の
利用頻度が高まるだけでなく、その場においてもコミュニケーションが生まれることから、
リアルな対面の場での最初のスタートの取り組みが重要となる。 
 
 一方で、これらの機能については、原則として、個人が所有するスマートフォンでの利用
を前提としている。そのため、入居者の中にはスマートフォンを所持していない、あるいは
利用できない状態の方にとっては都市 OS 機能の提供は難しい。今回は、この点については
今後の課題として、まずは大多数のスマートフォンを所有し、LINE 程度は使いこなしてい
る方を対象に整備を行った。 
 さらにスマートフォンを所持していても、個人によってリテラシーやスマートフォンの性
能などもバラツキがある。しかしサービスの公平性という観点で、誰もが、全員にとって、
円滑に利用できることを重要視したり、完全な前提とすると、莫大なコストや人手が発生す
る。そのため、利用しにくい層への一定の配慮を行いつつも、デジタル技術を駆使した新し
いサービスや機能の導入は、公平性の根元からの議論は後回しにして進めなければ普及が
進まない。 
 例えば、町内会費については、来年度以降は都市 OS を介してキャッシュレス決済するこ
とを目指しているが、「スマートフォンでのキャッシュレス決済に対応ができない入居者は
どうするのか？」といった声が必ず出てくるだろう。そうした方へは、現金での支払いやコ
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ンビニでの振り込みといったキャッシュレス決済以外の方法も残さざるを得ない。それで
も、原則的にはキャッシュレス決済を前提としたサービス設計を行い、実証導入をした結果
をフィードバックして改善を繰り返し、やがて、キャッシュレス決済の普及率が 100%に近
づいていかなければ、本当の意味での人的コストの省力化、DX にはならない。公共ではな
く、⺠間でもない、その中間組織としての町内会において、こうした新しい概念のサービス
を導入する際には、この点をよく議論しておく必要がある。 
 次年度以降も引き続き、議論や検討を継続し、都市 OS の実証的な導入促進を図っていく。 
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②官⺠連携による建物環境対策（省エネ性能・新エネ導入）の事前検討制度に伴

う強化・拡充 

 建物環境対策（省エネ性能の強化 ・新エネ導入）の導入・展開を行うため、ニセコ町に交
付決定された地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（脱炭素先行地域、および重点対策加速化
事業）を活用した補助制度の周知および活用提案を以下の内容で行った。 
 
• 昨年度には事前準備として、ニセコ町担当者より他自治体の事例提供を受けたため、そ

れを検討し、ニセコ町内で展開できる補助制度の内容検討をあらかじめ行っている。そ
の上で、本年度は補助制度の活用の手引きの作成支援や内容確認を行った。補助制度が
有効に活用されるために、イラストの利用、対象者の明確な区分表記、専門的内容の言
い換えなどの視点で手引きの作成を支援した 

• 作成した手引きを持参し、補助制度の利用の可能性のある町内事業者や町内の家庭を
訪問した。エネルギーに関する相談に乗ったり、補助制度を説明したり、必要であれば
役場担当者への取次を行った。その際には、エネルギー消費状況から有効な補助項目を
指南するなど、省エネ改修・新エネ導入（太陽光発電の導入）について専門的な見地か
ら助言した 

• 道内事業者で行われている省エネ設備導入キャンペーンとの連携を行うことで補助制
度の認知拡大を図った 

• 加えて、省エネセミナー・再エネセミナーを実施して、町内事業者と町内の家庭に補助
制度の目的や内容など情報提供を行った 

• 気候変動対策推進条例に係る広報媒体（条例と検討・届け出制度の概要チラシ）を作成
した 

 

2-2-1 補助金制度の案内チラシの作成と事業者訪問 

 年度当初には、環境省からの交付決定は６月になるとされていた。冬季間の再エネなどの
工事や施工が困難となるニセコ町においては、2024 年度内に補助制度を利用して完工する
ためには、事業者や家庭は、初夏には補助制度利用の検討を開始して、盆明けには省エネや
再エネの工事の発注、秋早々には着工する必要がある。 
 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の制度上、短期間で予算を有効に活用する対策が必要
であることから、早期の情報提供が欠かせない。したがってフライングにはなってしまうが、
交付決定が届き次第、役場担当者の指示によって、ニセコ町の補助制度の施行前から（案）
として情報提供を行うこととした。その趣旨を含んで、まずは補助制度（案）の概要のチラ
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シ作成を行った。 
 作成にあたって、申請者が知りたい補助対象設備、補助金額を１つの欄に区分することで
目立たせ、要件欄には網羅的な記述ではなく、リスクとなりえる箇所をピックアップした。
さらに前年度から補助制度を展開している道内の他の自治体の担当者に課題となった点を
ヒアリングした。これらの対応により、案ベースである補助制度を事業者や家庭に案内する
ことのリスク最小化を図った （補助制度が運用されたとき、案として告知していた内容から
大幅に変更されるなどのリスク）。以下に作成したチラシを示す。 

 
図：補助制度概要チラシ①。当初は（案）として作成し、後に完成させた 
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図：補助制度概要チラシ②。当初は（案）として作成し、補助制度施工後は正規のものに若
⼲の修正を加え完成させた 
 
 補助制度は対象者として個人および事業者の２つに区分される。表面は個人および事業
者が対象となる内容、裏面は個人のみが対象となる内容とすることで、対象を明確化し、申
請者が容易に対象を判別できる構成とした。このような表記の明確化により問い合せ回数
の削減を図った。 
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 補助制度（案）の内容が取りまとまった情報を持参して、従来からニセコ町や株式会社ニ
セコまちに省エネや太陽光発電の相談をしたことのある事業者 ・家庭に声をかけ、アポイン
トを調整した上で、補助制度の案内をするため個別に訪問した。 
 最終的に訪問した町内の事業者は、宿泊事業者で３件、農家１件、建設会社１件、飲食店
１件、電気・設備工事会社３件の全９件となった。この他、宿泊事業者３件には電話、およ
びメールによりご案内した。併せて、事前に相談をいただいていた家庭４件にも訪問し、案
内を行った。 
 仕様書での KPI は５件程度であったが、年間を通じて合計 13 件の訪問を行った。 
 

2-2-2 訪問した事業者への補助制度活用の提案について 

 ニセコ町内においては、太陽光発電の設置事例が少なく、冬季は豪雪に見舞われることか
ら、太陽光発電が有効に活用できるのか懐疑的な方が多い。補助金があるとしても、効果が
見えない限りは、事業者であっても、家庭であっても、投資判断ができない。そのため、太
陽光発電の導入に興味をもっていただいた事業者 ・家庭に対して、太陽光発電の設置可能方
法と設備容量、概算での工事費用、電気料金削減見込み額といった情報を提供した。 
 太陽光発電は季節や時間により移動する太陽の日射により発電するため、NEDO が提供
している「日射量データベース閲覧システム」を利用し、方角や傾斜を変化させながら日射
量が変わることを確認いただき、シミュレーションした結果を案内した。 
 以下に日射量データベース閲覧システムの利用イメージを示す： 
 
①日射量を確認したい地点を選択する 
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②⽅角・傾斜を設定し、日射量を確認する 

 
図：NEDO「日射量データベース閲覧システム」 
https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/index.html 
 
 訪問した際に具体的な導入に向けての前向きな議論となったため、太陽光発電の提案を
行った５件についてその概要を示す。 
 ５件中の３件が太陽光発電事業者から見積もりを取得し、そのうち１件が年度内に設置
工事を完了している。⼾建住宅における見積価格は設置方法に優れないことから約 50 万円
/kW と高額になっており、補助金を活用した場合でも 10〜15 年程度での初期投資費用の回
収が困難となり効果が見出しにくい状況にある。町内での太陽光導入を推進するためには、
複数案件をまとめることでの物品輸送費や工事事業者の旅費の低減、価格上昇の一因とな
っている足場を使用しない工法の検討、町内事業者がこの分野に進出して施工するなど、太
陽光発電の工事に対する工夫が求められる。 
 

（１）提案資料① ⼤型宿泊事業者 

 2023 年度に省エネ診断を行った中で、とりわけ省エネ化の意向が強かった宿泊施設へ太
陽光発電の提案を行った。世界的に、持続可能な取り組みを推進する宿泊施設が選ばれはじ
めているため、経営者としては省エネや再エネへの関心が高く、効果的な取り組みを探して
いる。この宿泊施設では、中央集中型の全館空調が老朽化しているため、更新時に大規模な
改修を計画している。現在の A 重油の利用から電気の利用になる場合、電気料金が急騰す
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ることから空調更新・改修と合わせた太陽光発電の導入計画を要望された。屋上に新設され
る空調室外機のメンテナンススペース、および更新・改修スペースを考慮に入れながら、３
パターンの太陽光発電パネルの配置を提案した。以下にそれぞれの電気料金削減見込みな
ど費用対効果を示す。 
 

 
図：提案した設置⽅法それぞれの費用対効果の一覧表 
 パターン１：空調新設スペースを除くエリアに最⼤限太陽光パネルを配置 
 パターン２：将来の空調増設スペースを考慮した配置 
 パターン３：建物管理者要望による最小限配置 
 
 屋上や屋根の上に設置する場合は、高所であることから安全にメンテナンスを行うため
に十分な余⽩のスペースが必要となる。また、空調室外機や貯水タンクなど太陽光発電パネ
ル以外の設備を更新・改修するスペースや工事やメンテナンスの導線ルートの確保も欠か
せない。このような点を考慮しパネルを配置した。 
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図：提案したパターン１の設置⽅法と設備容量 
 

 
図：提案したパターン１の収支計算例 
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図：提案したパターン２の設置⽅法と設備容量 

 
図：提案したパターン３の設置⽅法と設備容量 
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図：参考資料としてのメンテナンススペースについての考え⽅ 
 

 
図：参考資料としての太陽光発電設置前の屋上防⽔についての考え⽅ 
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（２）提案資料② 農家 

 町内で酪農を営む農家の施設への太陽光発電パネルの設置提案を行った。⽜乳の冷蔵設
備のため消費電力量が大きく、１日を通して一定の消費電力があるのが特徴で、搾乳が混雑
する早朝と⼣方の 1.5 時間に消費電力のピークが発生する。 
 出力抑制が任意の時間に可能な電気設備機器がないため、ピークカットは考慮せず、定量
負荷の消費電力を太陽光発電で賄うことを検討した。太陽光発電パネルを取り付けられる
面積に制限があり（導入の設備容量に上限があり）、それに比して継続した消費電力量が大
きいため、太陽光発電からの電力はすべて自家消費できるとし、蓄電池は設置しない構成に
している。参考までに太陽光発電パネル設置工事費 （蓄電池なし）は約 2,700,000 円であっ
た。 

 
図：年間を通じた太陽光発電による発電期待量についての試算例 

 
図：１日の電気使用量の推移 

ココの突出を小さく
すると電気料金削減 
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図：太陽光発電パネルの配置案 
 

（３）提案資料③ 建設事業者 

 町内の建設事業者敷地内への柵型の太陽光パネル設置を提案した。建設事業者であるた
め、自社の重機などにより杭打ち施工をすることができる。今回は札幌の太陽光発電施工会
社から技術提供を受ける形で、自社にて杭打ち施工から太陽光パネル設置までを行っている
（電気工事のみ外注）。ニセコ町へは旅費も嵩むため、域外の事業者ではなく、町内の事業
者が太陽光発電を施工できるようになると施工費の大幅な低減が期待でき、太陽光発電の
推進において障壁を下げる事になる。また、豪雪地域のニセコ町で、冬季日照時間が増加し
ている近年において、柵型の太陽光パネル設置の第一号が実現できたことは、今後の町内展
開における意義は大きい。 
 並行して電気工事の発注の際、既存の分電盤内で混在していた動力契約と電灯契約の回路
を整理する案を提示し、太陽光発電の工事会社（電力工事の外注を受注）との調整を行った。
電気系統の整理により、災害時などにも太陽光発電・蓄電池を活用することができるように
なり、レジリエンスの向上が図れた。 
 

 
図：柵型の太陽光発電の発電電⼒量の予測の一例 
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図：消費電⼒量の想定についての一覧 
 

 
写真：柵型の太陽光発電の施工中の様子。太陽光発電の施工会社から施工技術指導を受けな
がらニセコ町内の建設会社が施工 
 

 
写真：柵型の太陽光発電設備の完成状況 
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図：発電実績のグラフ。⻘が NEDO の日射量を基に推計した発電量。2025 年２月の実績
は、推計の 648kWh に対して 750kWh となり約 15％増加だった 
 

 
図：倶知安気象観測所における年間日照時間。2010 年〜12 年の平均 1388h/年に対して
2022 年〜24 年の平均は 1579h/年と約 12%上昇 
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図：倶知安気象観測所における 11 月〜２月までの冬期間４か月間の日照時間。2016 年か
ら冬季の日照時間は右肩上がりに上昇しており、2016 年の 1461h に対して 2024 年は
1623h となり約 11％上昇した 
 

（４）提案資料④ ⼾建住宅 

 ニセコ町内のオール電化住宅にお住まいの方から、冬季の電気料金削減のため壁面に太
陽光パネルを設置したいと相談があった。冬季には一か月で 3,000kWh を超える月もあり、
電気料金は 90,000 円/月を超えている。壁面設置の場合、日射量が小さくなること、および
壁面に貼り付けするタイプの太陽光発電パネルは高価になることを伝えした上で検討を進
めた。 
 
【壁面貼付・薄型軽量パネルのケース】 
 要望のあった薄型 ・軽量の壁面貼付式の太陽光発電パネルについて、見積もりを取得した。
冬季も発電が見込めるが、太陽光発電パネルの設置工事費を含めた１kW 当たりの価格が 80
万円を超えた。補助金（家庭用：15 万円/kW）を利用した場合、65 万円/kW にはなるが、
太陽光発電パネルの耐用年数の 25 年内に、電気代の削減分で投資額を回収することは困難
である。 

 
図：壁面貼付・薄型軽量パネルの設置工事費を含めた見積もりの一例 
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図：壁面貼付・薄型軽量パネルの設置をしたケースでの発電量の試算の一例 
 
【壁面固定パネルのケース】 
 従来から利用されている太陽光発電パネルを壁面設置する工法で見積もりを取得した。
太陽光パネルの単価が安価で、薄型軽量パネルのケースと比較し、総額も下がった。工事費
を含めた１kW 当たりの価格は約 53 万円/kW となり、補助金（15 万円/kW）を利用した場
合の初期投資費用は 38 万円/kW となる。太陽光発電パネルの耐用年数である 25 年以内に
電気代の削減で投資額を回収することは可能ではあるが、投資判断が容易な価格帯ではな
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い。施工費が上昇している理由は「足場」にある。 
 ⼾建ての既存住宅に積極的に太陽光発電を導入していこうとするなら、次年度以降は、複
数工事をニセコ町で取りまとめて発注することや高所作業車で施工可能な取り付け工法の
選定など、⼾別で検討する以前に、価格を低減させる 「方針」と「仕組み ・仕掛け」が必要
となる。 
 

 

 
図：壁面貼付・薄型軽量パネルの設置工事費を含めた見積もりと発電量の試算の一例 
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（５）提案資料⑤ ⼾建住宅 

 オール電化住宅にお住まいで EV を所有している方から、太陽光パネル導入の相談があっ
た。現在は夜間電力を利用して EV 充電とエコキュートの貯湯を行っており、夜間の電気使
用量が大きくなっている。日没後 18:00 から翌朝 7:30 までの消費電力量は 20kWh 程度で
あるが、日中の電気使用量はわずか１kWh に満たない。これらの状況から、20kWh/日程度
の発電量を目安として太陽光発電の導入を検討することを推奨した。エコキュートの運転
時間を日中に変更し、同時に余剰電力は蓄電池へ充電することで、夜間の電力利用や EV 充
電することが可能になる。 
 

 
図：１日の消費電⼒量の推移 
 
 設置場所は検討中であることから、屋根の上に平置きで設置するパターンと壁面などに
垂直設置するパターンの２種類について試算例を示した。５kW 出力の設備容量を設置した
場合、平置きの場合は積雪がない３月〜10 月に約 15kWh/日の発電を見込むことができ、
東⻄方向に垂直設置した場合は、３月〜10 月の平均で 9.5kWh/日の発電を見込むことがで
きる。 
 



113 
 

 
図：屋根の上に平置きで設置するパターンの試算例 
 

 
図：垂直設置するパターンの試算例 
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2-2-3 電⼒事業者との連携による広告 

 2024 年９月 27 日に「ニセコ町脱炭素・再エネ推進事業補助金」の受付開始が告知され
た。７月から補助制度の案内を進めていたが、補助制度のスタートがニセコ町の積雪時期ま
で残り 2.5 ヶ月という期間では、太陽光発電施工会社の手配がつかず、町内の設備工事会社
は暖房機器のメンテナンスや設置工事による繁忙期であるため補助制度の活用が０件とな
ることが濃厚であった。このような背景の中で、役場担当者が他町における電力事業者との
連携事例を知り、ニセコ町でも展開できないかとの相談を受けたことから、連携サポートを
行った。これは、電力事業者によるエアコンやエコキュートへの乗り換え交換の補助金とニ
セコ町の補助金を併用するというもので、ニセコ町の補助金とは別に電力会社から５〜10
万円の上乗せ補助を受けられることになる。 
 この取り組みは、より低価格で高効率な空調や給湯機器へと交換できるというメリット
以上に、電力事業者から町内の電化住宅へダイレクトメールを発送されたことの広告効果が
大きかった。最終的に、2024 年度の補助制度の利用件数４件のうち２件は、このダイレク
トメールを起点にしたものであった。 

 
図：町内の電化住宅への電⼒事業者からのダイレクトメール 
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 以下は、電力事業者によって作成されたニセコ町補助制度のチラシである。当初は電力事
業者がキャンペーン対象としたエアコン、エコキュートのみが含まれる予定であったが、ニ
セコ町補助制度の周知、および複数の情報が交錯することによる混乱を避けるため、太陽光
発電などニセコ町の補助制度の対象設備をすべて反映していただくことができた。 

 
図：電⼒事業者によって作成されたニセコ町補助制度のチラシ 

 
図：電⼒事業者によるエアコン、エコキュートなど高効率機器への交換キャンペーンチラシ 
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 また、電力事業者の補助制度は、工事会社側にも協力金が出る仕組みとなっているため、
町内事業者からオール電化住宅以外へのアプローチを期待し、町内の電気工事会社２社、設
備工事会社１社へ案内を行った。町内事業者の方々は興味を持っていただいたが、既存業務
の繁忙期であることから、期待する効果は残念ながら得られなかった。 
 電力事業者においては、ニセコ町での取り組みが好事例となり、他自治体への展開を行っ
ている。2024 年度は検討期間が短く、ダイレクトメールを受け取った方の多くは判断しに
くい状況にあったと思われる。次年度以降もこの取り組みを継続し、高効率機器への乗り換
えと電化による光熱費削減効果を繰り返し訴えることが必要となる。 
 
 この他、補助制度活用の促進策として、金融機関への低金利ローン設定について相談を行
った。これは、補助制度の利用希望者からの声が起因となっている。補助金が受けられると
しても自己資金が必要であるため、もし低金利ローンがあると利用しやすいとの声があが
り、役場から北海道信用金庫へ相談する際、サポートを行った。 
 結果として新たなローン設定には至らなかったが、金融機関内部でも補助制度を認知い
ただく機会になり、住宅ローン相談などに来られる方へ補助制度を案内いただく仕組みを
構築できた。 
 

2-2-4 省エネ・再エネセミナーの実施 

（１）業務内容 

 環境省が担当する「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」の採択
が 2024 年 5 月末に決定した。これにより、温室効果ガス排出削減に向けた対策に対して、
ニセコ町が独自の補助制度を構築し、その財源として国からの支援が受けられることにな
った。ニセコ町では、この交付金をベースとして、ニセコスタンダード基準（建物の外皮の
断熱性能 Ua 値が 0.28W/m2K 以下）を満たす⼾建て住宅の新築や太陽光、蓄電池、寒冷地
用エアコン、電気ヒートポンプ式給湯器などの導入に対して補助を行う制度を構築した （事
業計画名：豪雪寒冷地域での脱炭素モデル普及促進による重点対策加速化事業、交付金額：
6 年間で 8.8 億円、R6 年度は約 41 百万円）。 
 この補助制度については当初、2024 年７月に開始予定であり、開始年度予算の有効活用、
および次年度以降の計画を策定いただくことを目的に、その制度内容や申請方法について
の説明会を開催した。 
 補助制度は事業者向け、個人向け （家庭向け）で内容が異なり、規模や取り組み形態にも
差があると思われることから、事業者向け・個人向けの計２回開催とした（ニセコ町役場担
当課に確認の上、業務仕様を当初の１回から２回に変更した）。 
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図：事業者向けセミナーチラシ（左）   家庭・個人向けセミナーチラシ（右） 
 

（２）省エネ再エネセミナー（事業者向け補助金説明）：2024 年 7 ⽉ 12 ⽇実施 

 補助制度の案内を主旨とした２回のセミナーについて、設備導入規模が大きくなり、工期
が⻑期間になると想定される事業者向けの説明会を早めに行うこととし、１回目の開催と
した。直前の案内となったが、計 10 名の事業者に参加いただけた。 

 
写真：事業者向けセミナーの様子 
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 セミナーは２部構成とし、前半は世界的な気候変動の状況とその対策としての世界の取
り組み状況を説明し、後半は補助制度の概要を説明した。 
 以下にセミナーで使用したプレゼンスライド、概要を示す： 

 

 
 
 IPCC 第６次報告書によると、気温上昇は人間活動に起因することは「疑う余地がない」
とされており、平均気温が２℃を超えて上昇すると、元には戻らない不可逆的な変化が生じ
る。単純な気温の上昇だけではなく、動植物の種の絶滅や人類の居住エリアの減少による環
境難⺠の大量発生など、さまざまな間接的影響が懸念されている。 
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 世界各国では温暖化の決定的な要因とされている温室効果ガスの排出削減目標を掲げて
おり、その値は常に上方修正されてきた。日本においても、2021 年 4 月の気候サミットに
おいて GHG 削減目標を 46％に上げ、さらに 50％の高みに向け挑戦することが明言された。 
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 こうした動きを受け、脱炭素社会の実現に向けた投資促進策が GX という文脈で大規模
に展開されている（以下の資料の出典：内閣府、経済産業省「GX 分野別投資戦略」）。 

 
 今回、ニセコ町が採択された「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」
も脱炭素の取り組みの一環であり、この機会を有効に活用することで得られる地域のメリ
ットは大きい（後に義務でやらされるか、先に補助をもらってやるかの違いという意味で）。 
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 日本は化⽯燃料への依存度が高く、エネルギー自給率は原子力を含めても 15％程度しか
ない。気候変動により世界情勢が不安定になる要因が増える中、世界情勢の影響を大きく受
ける構造となっている点からも、脱炭素および再エネ導入を強力に進める必要がある。 
 
 次にセミナー後半は補助制度についての説明を行った。 
 事業者の補助内容は太陽光発電設備、蓄電池、エネルギーマネジメントシステムが対象と
なる。太陽光発電設備には、その設置方法が複数あるため、今回は「垂直・柵型」「屋根上
平置き」「切妻屋根上」ついての設置方法を紹介し、それぞれの費用対効果について説明し
た。以下、「垂直・柵型」および「屋根上平置き」について概要を示す。 
 
【垂直・柵型】 
太陽光発電に使用する太陽光パネルの設置方法はこれまでは建物の屋根上に置くことが主
流であったが、近年、農場や牧場、豪雪地帯など設置する土地の用途や環境によっては柵状
に垂直に設置することも増えてきている。 
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 設置に当たっては、面積や⻑さ・高さなどの検討が必要であり、パネル位置の高さには危
険物立ち入り保護の観点から「最低」高さの制限もあるため、具体的な数値を提供した。 
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【屋根上平置き】 
 全国的にこれまで多く設置されてきた屋上、折版屋根などのへの平置き設置について、積
雪や落雪の影響、発電量と費用対効果について説明した。以下にその概要を示す。 
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セミナー参加者からの質問と回答 
 セミナーでは以下のような質問があり、回答した。 
Ｑ：現在、中古の太陽光発電のパネルを利用しており、今後も増設を検討している。 
  中古のパネルも補助金対象となるか？ 
Ａ：中古品は補助金の対象にならない。 
 
Ｑ：３kW の太陽光を導入した場合の効果は？ 
Ａ：太陽光パネルが１kW あたり 20 万円の場合、３kW では 60 万円となる。 
  補助金は 14 万円/kW×３kW＝42 万円となるため、最終的には 18 万円で３kW の 
  太陽光が設置できることになる。ただし規模が小さいので、安価に設置してくれる 
  事業者を探さなければならない。近年は需要が膨らみ、工事会社は人手不足で、 
  ニセコエリアで安価に太陽光発電を設置してくれる会社を見つけにくい状況。 
 
 セミナー後に、「地球温暖化の状況と脱炭素の取り組みについて世界的な動向が良く分か
り、再認識することができた」という感想や太陽光発電の設置や空調の入れ替えについて、
具体的なご相談をいただいた。 
 

（３）省エネ再エネセミナー（家庭向け補助金説明）：2024 年８⽉ 21 ⽇実施 

 ２回目となる補助制度の説明会は家庭向けとして開催した。住宅の建設を検討されてい
る方や太陽光発電の設置を検討されている方など計８名に参加いただいた。前述した事業
者向け説明会と同様に２部構成とし、前半は世界的な温暖化の状況、温暖化防⽌のための世
界的な取り組み状況を説明した（前半の説明の概要は、事業者向け説明会とほぼ同じなので、
ここでは割愛する）。 

 
写真：家庭向け省エネ再エネセミナーの様子 
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 後半は、太陽光発電を中心に、とりわけ設備に対する補助制度の説明を重点的に行った。
家庭／個人のみが対象となる⼾建住宅の新築時の補助内容についても説明したが、８月に
紹介したとして、それから設計内容を変更し、補助を得ながら、年度内に完工するような新
築工事はほぼ絶望的であったため、重点にはしなかった。こちらについては、とりわけ「ニ
セコ町気候変動対策条例」が成立した後の次年度以降、詳しい説明を続けていきたい。 
 以下にセミナーで伝えた概要、および資料を示す。 
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 ニセコ町では、「気候変動対策推進条例」が 2025 年の３月議会で決議され、４月から施
行予定である。この条例では、新築の際、①建築物のエネルギー性能の向上を検討する努力
義務、②エネルギー性能に関する評価、および届け出、③再生可能エネルギー設備導入を検
討する努力義務、④再生可能エネルギー設備導入の検討結果の届け出が求められる。 
 条例 （届け出の規制や努力義務項目などムチの政策）と合わせて建築物の省エネ化に対す
る補助制度 （アメの政策）の両輪で、ニセコ町は建築物の新築時の省エネ化を促進していく。 
 セミナーでは、（当時、すでに計画されていた）条例の概要にも触れ、補助金の活用に必
要となる住宅の省エネ性能に関する内容を説明した。 

 

 

 図：断熱仕様の例（出典：国⼟交通省） 
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セミナー参加者からの質問と回答 
 セミナーでは以下のような質問があり、回答した。 
Ｑ：冬に除雪なしの場合、太陽光発電はできない？ 
Ａ：一般にニセコ町では 11〜3 月は、降雪がなくとも曇り空が多く発電量が減少する 
  冬季の４か月間に発電しなくても年間の発電量では 15〜18％程度下がるのみ 
  ★傾斜角 30 度以上の屋根設置の場合、雪は 50cm も屋根に積もらず、晴れ間に落雪 
   するため冬季も発電が可能だか、屋根から落ちた雪の処理を考える必要がある。 
   無落雪用ほどのパネル強度は必要ないので、安価なパネルやシステムでも対応できる 
   可能性がある 
  ★壁面に垂直設置するなら、南⻄向きの２階以上の壁面へ設置することが好ましい。 
   除雪なしで発電が可能で、発電量は平置きとの比較で夏季が低く、冬季が増える 
   傾向となる 
 
Ｑ：ニセコ町が推奨している太陽光発電の施工会社はある？ 
Ａ：現状では町内に施工できる会社はない。町内の経済循環の向上のため、補助金活用に 
  よって町内に太陽光発電の設置事例を増やすことで、将来的に町内事業者による施工が 
  できるようにしていきたい。事業者の紹介や事業者選びの相談には乗れるが、最終的に 
  は（域外の札幌や千歳などの）事業者と直接やり取りをしていただく必要がある。 
 
Ｑ：補助金条件の「自家消費率 30％以上」を満たすには太陽光発電パネルの導入のみでは 
  難しいか？ 
Ａ：太陽光発電パネルのみの場合（蓄電池・エアコン・エコキュート・EV がない状態）、 
  日中に電気を消費することがほとんどないため、自家消費量は 20％弱となる。 
  そのため太陽光と合わせて蓄電池の導入検討が必要。オール電化の住宅であれば、 
  蓄電池なしでも 30％は超える。自家消費量を高めると電気料金の削減効果が高くなる。 
 
Ｑ：EMS も必要か？ 
Ａ：必須ではないが、EMS を使うと建物の中で、どこにどれだけ、いつのタイミングで 
  電力を消費しているのかが分かるため、より省エネな行動に繋がったり、設備の省エネ 
  設定などの調整が可能となる。 
 
Ｑ：太陽光パネルのモジュールは寿命 25 年とのことだが、廃棄対策はどうなっている？ 
Ａ：現状では壊れて市場に出てくるものはまだ殆どなく、天災の影響がなければ大量の廃棄 
  物が発生する状況ではない。2011 年から FIT（固定価格買い取り制度）が始まり急速 
  に太陽光発電が普及したため、耐用年数がやってくる 2035 年頃に向けて、国 （経産省・ 
  環境省） ・産廃事業者・メーカーが回収リサイクルシステムを構築している最中である。 
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Ｑ：蓄電池の寿命は？ 
Ａ：蓄電池メーカーや製品で差がある。株式会社ニセコまちでは中国のメーカー、 
  ファーウェイ製を採用している。太陽光発電における蓄電・放電を毎日繰り返した場合、 
  20 年程度は保障されている。 
 
Ｑ：冬場の（蓄電池の）運用は？ 
Ａ：EMS の制御によって夜間の安い電力を蓄電し、電気代が割高な日中に使用する計画。 
 
Ｑ：蓄電池の容量はどの程度必要か？ 
Ａ：パワコン５kW に対し、蓄電池の容量は５、10、15kWh を選択する事ができるケース 
  が多い。ニセコミライでは太陽光発電パネル 10kW 未満にパワコン５kW を接続し、 
  蓄電池は 15kWh を組み合わせしており、これを４セット導入している。 
  世界のメーカーは５kWh 刻みでモジュールを複数台連結できるものが多い。 
  日本メーカーは多くが７〜12kWh/台となっており、家庭用の適正容量になっている。 
 
Ｑ：EV を所有しているが、太陽光発電と V2H の親和性を教えて欲しい 
Ａ：太陽光発電の発電電力からの充電に関しては、夏場は EV に優先して充電することを 
  お勧めする。最近の EV の蓄電池は容量があるため、太陽光の余剰電力をよく吸収でき 
  る。固定型の蓄電池を別に置かなくても 30％の自家消費は簡単にクリアできる。 
  V2H で EV から家庭に電気を戻す使い方には賛否両論ある。まず V2H の機器が高い、 
  商品の選択肢が少ない、変換効率が悪く、①太陽光→直流→蓄電池（EV）、②蓄電池→ 
  パワコン→交流→家庭となり、太陽光で発電した電気が 20〜30％ロスする。 
 
Ｑ：コンテナハウスにも太陽光発電は設置可能ですか？ 
Ａ：コンテナハウスにも太陽光発電も蓄電池も有効である。ただし、そのコンテナハウスが 
  本設住宅なのかどうか（建築基準法による建築許可申請を通っている？）は確認を 
  おすすめする。仮設の場合はおそらく補助金の対象にならない。 
  コンテナでも鉄板を張ってあるだけの安価なものだと断熱性能も高くないので、 
  太陽光・蓄電池だけでまかなうのは難しいが、木造や断熱材を入れてコンテナハウスを 
  作っている会社などでは省エネ性能、断熱性能が高いものもある。 
 
Ｑ：コンテナハウスに太陽光パネルを設置した後、一般住宅に移し替えはできるか？ 
Ａ：おそらく付け替えるとなると補助対象者の根底が覆るので、補助金の返還措置が発生す 
  る可能性がある。パネル自体は問題なく使えるので自費であれば問題ない。補助金を利 
  用した場合、法定耐用年数はたしか 12 年間程度であるため、その間は廃棄ができない。 
  耐用年数期間は、設置した住宅で使用する義務が発生する。 
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2-2-5 気候変動対策推進条例の制度紹介チラシの作成 

ニセコ町気候変動対策推進条例の施行準備として、制度紹介のためのチラシを制作した。目
的は 2025 年４月から施行される計画の条例をチラシによって建築主・建築事業者に告知し、
条例で指定されている検討や届出の義務措置を遵守させるため。 
 
 チラシ作成に当たって、以下のポイントに注意した： 
・建築主・建築事業者が行う事柄を容易に把握できるよう列記した 
・条例・規則・補助金について確認できるリンクの QR コードを掲載 
・喚起となるよう目立つ配⾊を選び、文章が読みやすくなるデザインと配置にした 

 
図：作成したニセコ町気候変動対策推進条例の案内チラシ（表面） 
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図：作成したニセコ町気候変動対策推進条例の案内チラシ（裏面） 
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③多様な連携に向けた普及促進活動、人材育成 

 多様な連携に向けた普及促進活動、住⺠連携・コミュニティ活動の活性化に向け、まちづ
くり会社である株式会社ニセコまちが主体となり、2024 年度は以下の通り、イベント・セ
ミナー・人材育成・視察を企画・開催した。 
 

2-3-1 イベントの実施 

 住⺠主体のまちに向けたコミュニティづくりを目的として、ニセコミライの地形・自然環
境を利用した、町⺠向けイベントを提供した。仕様書での KPI は４回の実施だったが、コ
ミュニティ活性化を図るため合計６回、以下の通り開催した： 
（１）2024 年５月 26 日 枝豆まき 
（２）2024 年６月 29 日 パークゴルフ大会 
（３）2024 年９月７日 木工イベント・夏野菜収穫 
（４）2024 年９月 28 日 間伐見学会 
（５）2024 年 10 月 26 日 焼き芋大会 
（６）2025 年１月 25 日 スノーモービル＆雪遊び 
 
 イベントの周知の際に、チラシを制作した。チラシを制作するに当たって、継続的なコミ
ュニティ形成のため、下記のポイントを押さえたデザインに統一した。これにより、ニセコ
ミライのイベントだということが一目で分かり、一度見ただけでは参加につながらない方
たちの興味を喚起することを目指した： 
• チラシ下部の会社情報の統一 （ブランディング戦略の一環でのコーポレートデザイン） 
• 子どもであっても、どのようなイベントかイメージできるイラストの採用 
• 文字データは最小限に抑え、詳細は QR コードから確認するようにした 
 
 イベントに参加いただいた方からは、「年代を超えて地域の方たちと繋がれる良い機会と
なっている」「普段は体験できない自然を感じるアクティビティができて嬉しい」などとい
う高評価をいただいた。 
 次ページからは、イベントの概要や結果について、１〜６までを順に整理した。 
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（１）2024 年５⽉ 26 ⽇ 枝⾖まき 

概要： 
• ニセコミライの近隣住⺠（元農家）より枝豆の植え方を教わりながらのタネまき体験 
• 「ニセコミライのはたけ」看板を作成した 
ポイント： 
• 子どもから高齢者まで参加できる企画とした 
• ニセコミライの畑が地域で親しまれるように看板作成を参加者と行った 
• ２年目の畑であるため土壌に栄養を含ませることを目的に、昨年に引き続き枝豆を植

えた 
 
参加人数：35 名 
 
参加者の声： 
• 地元の農家さんから農法を教えてもらいながら作業することに感銘を受けた 
• 初めての種まきだったので、良い体験となった。自分が植えた枝豆の成⻑が楽しみ 
• 看板に自由に絵が描けて楽しかった 
• 大人数で農作業をしながら交流できる時間は有意義だった 
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（２）2024 年６⽉ 29 ⽇ パークゴルフ⼤会 

概要： 
• ニセコミライ隣接のパークゴルフ場を利用し、１組３〜４名のチームに分かれパーク

ゴルフを実施 
ポイント： 
• 子どもから高齢者まで参加できる企画とした 
• パークゴルフ初心者・ベテランを混ぜてチーム編成をし、ベテラン参加者に指導を促す

ことで、若者と高齢者の交流が生まれた 
• 一つの競技を共に行うことで爽快感・達成感・他者との連帯感が生まれた 
• スコア結果より部門別（全体・⼥性・初心者・子ども）表彰式を行った 
 
参加人数：20 名 
 
参加者の声： 
• ベテラン参加者の教え方が上手だったので、初心者部門で優勝できて嬉しかった 
• チーム選だったので、初対面の方とも交流が深まって良い時間だった 
• ⻑年パークゴルフを趣味で続けているが、今回のようにさまざまな年代・レベルの方で

大会を行うのは珍しいので、新鮮だった 
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（３）2024 年９⽉７⽇ ⽊⼯イベント・夏野菜収穫 

概要： 
• 講師２名をお招きし、チェーンソーアートの実演見学とウッドマグネット作成体験 
• ニセコミライの畑で春に撒いた枝豆と夏野菜の収穫 
ポイント： 
• 子どもから高齢者まで参加できる企画とした 
• 木について学び、木からできる作品を見学・作成することにより、木を身近に感じられ

ることを目指した（木育） 
• 春に蒔いた枝豆と夏野菜の収穫も平行して実施した 
 
参加人数：15 名 
 
参加者の声： 
• チェーンソーの実演を見るのは初めて。１本の木から作品をつくれることに感動した 
• 木工マグネットづくりで、自分の考えたデザインを入れられて嬉しかった 
• 身の回りに木で出来ているものは沢山あるが、木について考えたことはなかったので、

勉強になった 
• 収穫した枝豆を畑で茹でて食べる事が楽しかった。とても美味しかった 
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（４）2024 年９⽉ 28 ⽇ 間伐⾒学会 

概要： 
• 自伐型林業の講師を招き、講話を受けた 
• 間伐する木の選定体験をした（３チーム分け） 
• 間伐を見学した 
ポイント： 
• 子どもから高齢者まで参加できる企画とした 
• 木・間伐について学び、体感できる貴重な機会を提供した（木育） 
• 間伐する木を講師と選ぶことにより体験型の企画とした（木育） 
 
参加人数：15 名 
 
参加者の声： 
• 木を切る姿がカッコよかった。単に間伐するたけでなく、切る木を選ぶときに木の特性

や地形など、考慮することが多いことに驚いた。将来の就職先に林業が候補になった
（ニセコ高校生） 

• 間伐を目前で見るのは初めてなので、とても勉強になった 
• 森の中に入って、⾊々な植物や⾍に触れて楽しかった 
• 森林浴により、リフレッシュできる機会となった 
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（５）2024 年 10 ⽉ 26 ⽇ 焼き芋⼤会 

概要： 
• ニセコミライの畑で作ったさつま芋を収穫し、焼き芋をつくり、実食した 
ポイント： 
• 子どもから高齢者まで参加できる企画とした 
• 種イモ植えから行ったさつま芋を畑の指導をしてくださった元農家さん方と実食 
• 季節の恵みを感じると共に交流が深まった 
 
参加人数：近隣住⺠３名・スタッフ５名 
 
参加者の声：（⾬天のため中⽌とし、関係者のみでの開催となった） 
• 昨年より、さつまいもの生育が良く、美味しい焼き芋ができて嬉しかった 
• 作物が育った畑で、旬ものを皆でいただくのは贅沢な時間となった 
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（６）2025 年１⽉ 25 ⽇ スノーモービル＆雪遊び 

概要： 
• ニセコミライでスノーモービルと雪遊びを行う 
• アウトドアアクティビティの地元企業、ライオンアドベンチャーと共催 
ポイント： 
• 子どもから高齢者まで参加できる企画とした 
• 町内に雪遊びできる敷地が少ないため、ニセコミライの地形・広い敷地を利活用し、雪

遊びを満喫できるようにした 
• 町内事業者であるライオンアドベンチャーと共催し、ニセコミライ第２〜４工区をス

ノーモービルで散策した 
• スノーモービルに乗るための待ち時間にも、ソリ滑りと雪だるまなどを作成した 
 
参加人数：50 名 
 
参加者の声： 
• スノーモービルもソリもとても楽しくて、帰りたくなかった！毎週ニセコミライで遊

びたい 
• 子どもたちが思う存分、雪で遊べて、とても良かった。普段は会うことのない方とも交

流できて貴重な機会だった 
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2-3-2 セミナーなどの実施 

 省エネ・再エネ、建築を軸にした多様な連携に向けたセミナーや住⺠への情報提供を意図
した説明会を以下の通り４回開催した。開催の目的は、事業内容の公開、住⺠との意見交換、
普及促進（環境意識・住宅購入の醸成）とした。 
 
（１）2024 年６月 14 日 活動報告会 
（２）2024 年８月 25 日 構造見学会（モクラスニセコＡ棟） 
（３）2024 年８月 27 日 マイホーム購入相談会（モクレニセコ C 棟販売） 
（４）2025 年３月５日 景観条例に基づく住⺠説明会 
 

（１）2024 年６⽉ 14 ⽇ 活動報告会 

概要：ニセコまちの事業実績や計画を町⺠・関係者へ報告 
参加人数：20 名 
参加者の質問： 
• 今後の建築予定の分譲棟について（価格・間取りなど） 
• 町内での住み替を想定しているか？ 

 



140 
 

（２）2024 年８⽉ 25 ⽇ 構造⾒学会（モクラスニセコＡ棟） 

概要 ：建築中の建物にて、内部構造と設備を見学しニセコミライの住宅のポイントについて
説明 
参加人数：７名 
参加者の声： 
• 住宅設備について知る機会が中々ないので、とても面⽩かった 
• 気密・断熱性について理解が深まり自宅への導入を考えていきたい 
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（３）2024 年８⽉ 27 ⽇ マイホーム購入相談会（モクレニセコ C 棟販売） 

概要：住宅ローンの組み方・モクレニセコ C 棟について説明 
参加人数：４名 
参加者の声： 
• 住宅を買うことはお金が出ていくばかりだと思っていたが、良いイメージに変わった 
• 資産も複利の考えを使えば、ローンを組んでもプラスになることがわかった 

 

（４）2025 年３⽉５⽇ 景観条例に基づく住⺠説明会 

概要：ニセコ町景観条例に基づき、建設予定の２・３工区の建築（ランドリーカフェ、シェ
アハウス、賃貸棟、分譲棟）について説明 
参加人数：13 名 
参加者の質問： 
• 建築価格高騰 
• 住⺠増加による治安 
• 高速道路と新幹線開通の影響など 
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2-3-3 コミュニティ活動の活性化に向けた人材育成 

 多様な連携におけるコミュニティ活動の活性化、および住⺠連携を強化する目的で、以下
のような活動を行った際に、人材育成や住⺠連携が強化できた。 
 
【ボランティア募集】 
 住⺠主体のコミュニティづくりのため、2024 年４月にボランティア募集のチラシを作成
し、町内の公共施設や商業施設に掲示し、ボランティアスタッフを募集した。 

  
 
【高校生のボランティア参加】 
 2024 年５月の枝豆イベントに参加したニセコ高校１年生より「地元の農家さんから農法
を教えてもらいながら作業することに感銘を受け、住⺠でつくる町づくりに参加したいの
で、ボランティアをしたい」との申し込みがあり、その後のイベントでは運営補助のボラン
ティアで参加した。 
 若者の明るく元気な笑顔で、参加者との交流も積極的に行い、イベントを盛り上げた。来
年度は、高校生によるニセコミライの視察案内を授業の一環として実施予定。 
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【近隣住⺠の参加】 
 今年度が２年目となるニセコミライの畑で、近隣住⺠２名（元農家）より率先して畑作業
が行われた。畑作業が未経験のスタッフとイベント参加者への指導もしていただいた。２名
からは「野菜の育て方を伝えられる機会となり嬉しい」「枝豆とさつま芋が昨年より美味し
く収穫できて良かった」との声があった。 
 またスノーモービル＆雪遊びイベントにも参加され、「何もなかったこの土地で人が集ま
り、ユニークなイベントで賑わうことが嬉しい。スノーモービルでこの土地を散策できたこ
とに感動した」との感想があった。 

 
 
【中学校への普及促進活動（環境意識の醸成）】 
 ニセコ中学校 2 年生の「総合的な学習の時間（ニセコの観光と環境）」で、環境保護の取
り組みを実施している町内事業者として株式会社ニセコまちを紹介する機会を頂き、質疑応
答を行った。後日、成果発表会に参加した。 
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【中学生との質疑応答内容】 
Ｑ：環境に配慮した住宅とは、どのようなものか？ 
Ａ：ニセコミライでは、脱炭素社会を目指し、住宅で使うエネルギーを最小限に抑える 
  住宅をつくっている。主な技術として、高性能な省エネ建築（高断熱高気密）、再エネ 
 （太陽光発電）を取り入れている。 
 
Ｑ：ニセコミライには外国人も住めるか？ 誰を対象につくっている？ 
Ａ：町⺠向けの住宅。もちろん外国籍の方も住めるが、旅行者ではなく、ニセコ町へ定住 
  する方が対象。ニセコ町の住宅不足解消を目的に計画された住宅地。 
 
Ｑ：日本全体は人口が減っているが、ニセコは新しい住宅地をつくる程、住⺠が増えて 
  いるのか？ 
Ａ：ニセコは 2010 年頃には人口減少が⽌まり、その後は微増傾向。現在、移住希望者が 
  多く、物件の空きを待っており慢性的な住宅不足が課題となっている。 
 
Ｑ：なぜ９ha もの広い土地を開発しているのか？ 
Ａ：景観保全と環境保護の両立した住宅地開発を目指しているので、（400 人という大勢の 
  人が入居しても）住宅間の距離を保つために広い土地が必要だった。また、広場の確保 
  や植林をし、街区の緑化を保っている。 
 
Ｑ：イベントは誰を対象に、何を行っているか？ 外国人も参加できるイベントか？ 
Ａ：住⺠主体の町づくりを目指しており、そのコミュニティづくりのために開催している。 
  また、ニセコミライの地形や自然環境を利用し、町⺠が楽しみながら交流できるイベン 
  トを提供している。もちろん外国の方でも参加可能。 
 
【中学校の成果発表会への参加】 
 事前に実施した 10 社程度の町内事業者への取材内容について、それぞれのテーマで７組
が、研究結果をパネルにて発表した。発表の後、参加事業者との質疑応答や感想交流が行わ
れた。来年度もこの総合学習は実施予定であり、ニセコ町の環境教育へ貢献していく計画。 
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写真：中学⽣の成果発表のパネル 
 
【中学生によるニセコミライのまとめの例】 
• ニセコミライは建築面で環境に配慮した取り組み。断熱性能、隙間のない家づくり。環

境先進国ドイツのまちづくりも取り入れている 
• 安心・快適なまち「ニセコミライ」。脱炭素・省エネを掲げ、（冬でも）魔法瓶のように

室温が外に逃げない住宅をつくっている 
 

2-3-4 視察の受入 

 仕様書では（１）まちづくり会社を主体とした多様な連携の推進体制の運用、効果検証の
中の、②共感形成に向けた持続可能なまちづくりの取り組み・成果広報に含まれるが、ハー
トラボの取り組みとは趣旨が異なるため、報告書では普及促進活動の一環として、ここに記
載する。 
 下記表の通り、7 件の視察の受入を実施した。視察依頼は全国の学校や団体が主で、それ
ぞれの興味に沿った情報を提供し、現地を確認していただき、質疑応答の時間も設けること
で、視察後も各団体の取り組みに活かせるよう努めた。 
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写真：視察受け⼊れの状況 
 
【視察参加者の声】 
2024 年 11 月 22 日：四国ツーリズム創造機構／持続可能な観光 
• 四国でも地域の特徴を活かすためにさまざまな取り組みをしているが、環境に配慮し

た住宅や宿泊施設を町の特⾊とすることがとても参考になった 
• 太陽光パネル導入の際に配慮するポイントが勉強になった。四国でも身の丈にあった

再エネ導入を考えていきたい 
 
2025 年１月 17 日：台中科技大学・⽩馬高校／観光と環境視察 
• ⽩馬はニセコと同じ豪雪地帯なのに、ニセコミライほどの高断熱・高気密な住宅がない。

とくに高校寮が寒い。以前、⽩馬高校の教室をワークショップ形式で断熱改修したの
で、高校寮も改修できないか考えたい 

• グリーンシーズンは、電気使用量の８割以上を太陽光パネルで賄えることが凄い。電気
自動車の充電も行えるので経済的 

 
2025 年２月 21 日：神⼾大学生／インターンシップ 
• 幼少期から転勤族だったため住宅購入について考えたことがなかった。分譲住宅が資

産価値になることを学び、将来の住まい方について計画しようと思った。建築士を目指
している友人にニセコミライの住宅を紹介したい。日本にも環境に良く、良質な住宅が
拡まって欲しい 
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④EV を活用したシェアリングサービスの構築・推進 

 2023 年度末に EV シェアカーを導入した際は、シェアリングサービスアプリの使用方法、
ならびに EV 本体の取り扱い方法について、利用者に理解されることに重点を置いた。ま
た、導入時期が冬季であったため、通年での実証はできなかった。 
 本年度の事業では、一年を通したシェアリングサービスの促進、および実用性の確立を確
認するため、実証実験を行った。実証後の検証結果は項目毎に取りまとめる。 
 本年度、検証していく内容については、以下の通りとなる。それぞれの項目においてイニ
シャルコストやランニングコストにおける効果についても考慮する： 
（１）EV シェアカーの利用状況について 
（２）CO2 排出量と車両維持費の削減について 
（３）充電速度の効率、および充電設備の需要について 
（４）⻑距離利用における走行実験について 
（５）EV シェアカーの利用促進について 
（６）アンケート調査による意識調査とそのとりまとめ 
 

（１）EV シェアカーの利用状況について 

 2024 年度の EV シェアカーの利用実績は下記の通りとなった（2024 年 4 月〜2025 年 3
月 5 日時点までの集計）。 
 
一般の利用実績 

 町内登録者 町外登録者 累計 
利用回数 22 回 21 回 43 回 
平均/月 2 回 1.9 回 3.9 回 
平均利用時間 3 時間 34 分 7 時間 17 分 5 時間 23 分 
平均利用距離 31.58km 81.77km 56.09km 

 
社用車としての利用実績 

利用回数 98 回 
平均/月 8.9 回 
平均利用時間 2 時間 14 分 
平均利用距離 20.48km 

利用状況に対しての考察 
 ニセコミライの住宅地にまだ居住者がそれほど入居していない状況ではあるが、今年度
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の利用頻度、利用時間では、営利事業としては売り上げに不足し、事業展開してゆくことは
困難な状況である。EV シェアカーは整備等で移動させるとき以外の稼働率は５％程度に留
まっている。2025 年度には第１工区も完成し、ニセコミライの住宅地エリアに 70〜80 名
程度の居住者が住まうようになれば、稼働率も上昇してゆくと考えられる。 
 それでも、ニセコ町の特性からか（車を所有しない短・中期の域外からの滞在者が多い）、
当初の想定を超える形で一般利用された。一般利用においては、平均利用時間について大き
く個人差があった。 
 グリーンシーズン、ならびにスノーシーズンにおいては、12 時間以上の利用記録が４回
みられた。町外利用者（アプリ登録の住所が町外）については平均利用時間が７時間 17 分
となり、⻑時間利用されたケースが多い事ことから、観光客、およびニセコ町への帰省者な
どがレンタカーのように利用したケースが多かったと考えられる。 
 それと比較して、ニセコ町住⺠（アプリ登録の住所がニセコ町）の利用記録からは、平均
利用時間が３時間 34 分であり、アンケート調査からは平均走行距離も 31km であったこと
から、近隣町村（倶知安町など）への買い物や食事利用であったと考えられる。 

また、アンケート調査において利用者の世帯の車の所有台数を調べたところ、アプリ登録
者の中には車を所有していない人がニセコミライ近隣だけでも３名いる事が分かった。マ
イカーを所有していない人による複数回の利用記録があることからも、ニセコにおける交
通インフラの一つとして、一定の需要を果たす可能性が見られた事実は非常に大きい。 
 ただし、一般利用者は主にシェアカー設置場所の近隣住⺠と思われるため、大きな需要に
応えるためには、ニセコ町内 （とくに市街地）の主要なポイントに、一定数のシェアカーを
配車する必要がある。 
 

図：アンケート結果より世帯に⾞があるかどうか、EV シェアカーの利用目的 
 
 EV シェアカーを社用車として利用するに当たり、積雪時以外では、一部の⻑時間利用を
除いて、太陽光発電による再エネ電力のみでほぼ運用することができた。また、EV シェア
カー（日産リーフ）に搭載されている充電時間設定機能で日中のみ充電するよう調整を行え
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ば、より太陽光発電の電力を優先して利用することが可能となる。バッテリーを大部分消費
している場合は、⻑時間の充電を行うため、夜間にカーボンフリー電力 （買い電）による充
電も必要となるが、短距離の移動であれば、太陽光発電のみで充電可能である。冬期間には
太陽光は発電しないため例外となるが、４〜11 月においては、昨今の燃料代の高騰状況か
らも太陽光発電の自家消費利用はランニングコスト削減に繋がる。 
 また社用車として使用していないタイミングでは、近隣にお住まいの方がシェアカーとし
て利用する際に、安価な料金設定をすることも可能となっているため、安価であってもその
売り上げは EV の維持管理費に充当することも可能である。このような効率的な車両運用を
行うことができるため、シェアカーを町内の生活インフラの一つとし、所有から共有へシフ
トチェンジする意義がある。 
 

（２）CO2 排出量と車両維持費の削減について 

CO2 とコストの削減、それに伴う意識変化 
 ５月から 11 月の累計走行距離は約 2,800km であった。車両重量によって異なるが、ガソ
リン車（普通・小型）の平均燃費は約 15km/L であり、計算するとガソリン約 187 L 分に該
当する。現在のレギュラーガソリン価格が 175 円/L 前後で推移している事から、この走行
距離 2,800km がほぼすべて太陽光発電の余剰電力で充電できたので、ガソリン代と比較し
て約 33,000 円の削減となった。 
 また、ガソリン車の CO2 排出係数は約 0.015kg/km であることから、約 42 ㎏の CO2 削
減へとつながっている。これは、本年度の５月から 11 月の７か月のみの削減量であり、こ
れまでの累計走行距離が 7,115km である事から、約 106 ㎏を削減したこととなる。 
 ニセコでの生活において、一般家庭のマイカー１台当たりの年間走行距離を約 10,000km
と仮定した場合、一車両あたり年間約 150kg の CO2 排出量となる事から、ニセコにおける
脱炭素社会実現という方針、および対策として EV シェアカーの推進は非常に大きな影響を
及ぼす可能性が高い。 
 さらにアンケート調査項目として、車両所有に関する意識調査をした結果、一部ではある
ものの、身近にシェアカーのサービスがあれば、「世帯当たりの所有台数を減らすことを検
討する」、 「車種の変更を検討する」といった意見もあった。このような意見は、より身近な
サービスとしてシェアカーが認知されてきたから思い当たったのかもしれない。 
 カーシェアリング、そして EV そのものがより認知され、一般家庭において太陽光発電と
共に、導入や利用の促進へとつながれば、CO２排出量と生活コストは同時に大幅に削減す
ることができ、生活に対する考え方にも変化が生まれるだろう。 
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図：アンケート結果より、シェアカーの利用が世帯におけるマイカー所有台数の低減への引
き⾦になる可能性が垣間見れる 
 
 以下には国土交通省が公表している、乗用車の燃費と CO2 排出量のデータを参考として
掲載する。 

 
図：（参考）乗用⾞の燃費は⾞両重量によって変化する（出典：国⼟交通省） 
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図：（参考）乗用⾞の燃費は⾞両重量によって変化する（出典：国⼟交通省） 
 

（３）充電速度の効率、および充電設備の需要について 

充電実験（普通充電・急速充電） 
 EV の新たな開発と技術が進む中、より容量の大きいバッテリーを搭載することで、国産
車においても航続距離 400〜500km が実現されるようになった（※日産リーフの航続距離
はメーカー公表値 450km）。ただし、バッテリー容量が増えたことで充電時間が増えてしま
うと、利便性の低下に繋がりかねない。そのため今年度には、普通充電と急速充電とで、そ
れぞれの充電速度の効率を調べることで、ニセコ町における EV の効率的な利用について検
討することとした。 
 
急速充電（CHAdeMO）による充電速度の効率について 
 急速充電器には規格があり、日本で採用されている規格は「CHAdeMO 方式」となる。
この方式の EV 充電設備は、世界 96 ヵ国でおよそ５万基設置されている。多くは最大 20〜
50kW 程度の出力となり、最近では 90〜150kW の高出力器の設置も進められている。 
 ニセコ町近隣においては、綺羅の湯・ラッキー倶知安店・真狩村道の駅・北海道日産倶知
安店の４カ所に CHAdeMO が設置されている。メーカーや機種によって出力は多少異なる
が、基本的には、急速充電器は１回 30 分までと定められており、満充電になる前に、充電
を停⽌するように設定されている。仮に１時間充電したい場合は、現状では２回に分けて行
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う必要がある。以下に急速充電を行った際、定格出力に対して、実際にはどれだけの出力で
充電されたのか、つまり充電速度の効率を、その際の気温状況とともに取りまとめた。 
 
場所：綺羅乃湯 
出力：20kW 

検証月（外気温） 2024 年５月（12℃） 2024 年 12 月（1℃） 
充電前 23% 62％ 
30 分 38％（15％充電） 75％（13％充電） 
1 時間 51％（13％充電） 87％（12％充電） 
充電量（％） 28％ 25％ 
 〃 （kWh） 17.36kWh 15.5kWh 
充電速度の効率 86.8% 77.5% 

 
場所：ラッキー倶知安店 
出力：25kW 

検証月（外気温） 2024 年４月（11℃） 2024 年 11 月（2℃） 
充電前 31% 52％ 
30 分 52％（21％充電） 68％（16％充電） 
１時間 67％（15％充電） 81％（13％充電） 
充電量（％） 36％ 29％ 
 〃 （kWh） 22.32kWh 17.98kWh 
充電速度の効率 89.2％ 71.9% 

 
場所：真狩村道の駅 
出力：20kW 

検証月（外気温） 2024 年５月（22℃） 2024 年 11 月（4℃） 
充電前 46％ 57％ 
30 分 58％（12％充電） 71％（14％充電） 
1 時間 69％（11％充電） 83％（12％充電） 
充電量（％） 23％ 26％ 
 〃 （kWh） 14.26kWh 16.12kWh 
充電速度の効率 71.3％ 80.6% 
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場所：北海道日産倶知安店 
出力：44kW 

検証月（外気温） 2024 年 7 月（22℃） 2024 年 12 月（△5℃） 
充電前 45％ 43％ 
30 分 77％（28％充電） 61％（18％充電） 
1 時間 97％（20％充電） 74％（13％充電） 
充電量（％） 52％ 31％ 
 〃 （kWh） 32.24kWh 19.22kWh 
充電速度の効率 73.2% 43.6％ 

 
場所：イオンモール苫小牧 
出力：50kW 

検証月（外気温） 2025 年 2 月（△１℃） 
充電前 43％ 
30 分 63％（20％充電） 
1 時間 81％（18％充電） 
充電量（％） 38％ 
 〃 （kWh） 23.56kWh 
充電速度の効率 47.1％ 

 
 急速充電においては、出力の差に限らず、とくに氷点下においての充電速度の効率にかな
りの差が現れた。また、先述したとおり、急速充電器は 30 分充電することを目的とした高
出力となっており、２回連続で充電を行うと、性質上発熱などによってバッテリーに負荷が
かかるのを避けるため、充電速度が下がっていく。バッテリーに負荷がかかれば劣化が早ま
り、バッテリー交換の多大なコストがかかるためである。 
 
 また、そもそも急速充電は普通充電と目的が異なり、「基礎充電」ではなく、目的地に辿
り着くための 「経路充電」として利用される。実験の結果にも表れたが、バッテリーの状態
や外気温によって充電速度の効率が変動し、氷点下まで下がるケースにおいては、50kW の
定格出力の急速充電器であっても、想定する時間では十分な充電量を確保できない可能性が
ある。 
 この事から、一般利用者が EV シェアカーを使用する際に、利用中のトラブルにならない
ように、ナビによる急速充電器の検索方法を資料として新たに作成することにした。 
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図：EV シェアカーに備えた、急速充電器の検索⽅法と活用⽅法の資料 
 
普通充電による充電速度の効率について 
 ニセコミライソーラーカーポートでは、①モクレニセコ A 棟、②蓄電池、③EV コンセン
トの順で、太陽光発電の発電の給電に、優先順位をつけた設定がされている。日中の充電に
関しては、蓄電池容量が 90％以上となった際に、カーポートの EV コンセントへの供給が
始まる仕様である。この仕様では、季節や日々の天候、日照量、前日の蓄電池の充電残量に
よってカーポートの EV コンセントへ供給される時刻は異なるが、早ければ 10 時台、遅く
とも 13 時台には供給が始まる事が確認できた。そして、⾬天などにより蓄電池容量が少な
い場合のみ、カーボンフリーの買い電による夜間充電を行うことで、買電を極力少なくする
よう設定している。 
 日産リーフのバッテリー容量は 60kWh あり、普通充電の定格容量である３kW で充電す
ると、充電量は３時間で 7〜11ｋWｈ（2.39〜3.72kWh/h）となることが分かった。これは
車内の残りの充電表示（％）に当てはめると 12〜18％となる。また、10 時間と⻑時間充電
した場合、どのようなケースでも 30kWh （3.16〜3.69kWh/h）以上充電されており、若⼲で
はあるが短時間よりも安定して充電されていることが分かった。 
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 氷点下の急速充電データから、冬季において出力が低いとほとんど充電されない事態が
起こりうることも想定していたが、外気温が氷点下となっても、普通充電による⻑時間充電
の場合、充電量に変化が見られなかったことから、厳寒期のニセコにおいても、生活インフ
ラとして EV の利用（基礎充電による利用）に支障がないと想定される。 

（４）⻑距離利用における走行実験について 

走行実験（実験目的、実施回数、実験結果）について 
 ニセコ町内、および近隣町村での EV シェアカーの利用においては、ほとんどのケースで
バッテリー不足を不安視する必要はないが、⻑距離間の利用では、とくに冬季において不安
を覚えるため、実証実験を行った。 
 実験では、夏季２回、冬季２回にわたって、かつ目的地は新千歳空港を夏冬と行い、その
他は小樽・伊達方面とニセコから移動する可能性が比較的高い場所を設定した。これによっ
て、夏季と冬季においての電費効率の比較、および使用可能範囲などを比較し、EV シェア
カーのサービスとして情報提供し、利用者の不安解消、および利用促進へ繋げることができ
る。それぞれの走行実験の結果は以下に取りまとめた。 
 
夏季 ニセコ〜小樽間 ニセコ〜新千歳間 
【2024 年７月 29 日】 
移動ルート：ニセコ町→小樽市内→ニセコ町 
使用前：BATT 残量 58％ 
電費 7.1km/kWh、走行距離 190km、走行後の BATT 残容量７％、消費量 51％ 
累計消費電力 51％ 
 
【2024 年９月 22 日】 
移動ルート：ニセコ町→新千歳空港→ニセコ町 
外気温：11℃〜14℃（ニセコ）／17℃（新千歳） 
空調利用無し、e-Pedal：ON 
10:20 ニセコ町発（BATT 残量 100％） 
13:19 キノコ王国大滝本店着 
電費 5.7km/kWh、平均車速 43km/h、走行距離 50.4km、BATT 残容量 86％、消費量 14％ 
15:28 新千歳空港着 
電費 7.6km/kWh 、平均車速 46km/h 、走行距離 113.5km 、BATT 残容量 74％、消費量 12％ 
18:00 ニセコ町着 
電費：7.2km/kWh、車速 49km/h、走行距離 226.1km、BATT 残容量 43％、消費量 31％ 
累計消費電力 57％（35.34kWh） 
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冬季 ニセコ〜伊達方面間  ニセコ〜新千歳間 
【2025 年 2 月 1 日】 
移動ルート：ニセコ町→伊達市→壮瞥町→ニセコ町 
外気温：−8℃〜−6℃（ニセコ）／―１℃〜０℃（伊達・室蘭） 
車内設定温度：25℃（AUTO 設定）、e-Pedal：行き OFF／帰り ON 
時刻：8:20 ニセコ町発（BATT100％） 
9:30 伊達市着 
電費 5.8km/kWh、車速 46km/h、走行距離 56km、BATT 残容量 82%、消費量 18％ 
13:00 壮瞥町着 
電費 5.9km/kWh、車速 43km/h、走行距離 104km、BATT 残容量 65%、消費量 17％ 
15:20 ニセコ町着 
電費 5.8km/kWh、車速 44km/h、走行距離 168km、BATT 残容量 40%、消費量 25％ 
累計消費電力 60％（37.2kWh） 
 
【2025 年 2 月 10 日】 
移動ルート：ニセコ町→新千歳空港→ニセコ町 
外気温：−7℃〜−4℃（ニセコ）／−2〜−1℃（新千歳） 
車内設定温度：23〜25℃（AUTO 設定） 
時刻：ニセコ町発（BATT92％） 
7:28 キノコ王国大滝本店着 
電費 4km/kWh、車速 43km/h、走行距離 46.8km、BATT 残容量 69％、消費量 23％ 
8:38 新千歳空港着 
電費 5.3km/kWh、車速 47km/h、走行距離 106.7km、BATT 残容量 52％、消費量 17％ 
12:05 支笏湖ビジターセンター着 
電費 5.1km/kWh、車速 41km/h、走行距離 136.4km、BATT 残容量 35％、消費量 17％ 
※支笏湖ビジターセンターにて緊急充電。充電設備は 3.2kW の普通充電。 
 ２時間半連続充電を行い、BATT 残容量 51％。充電量 16％（9.92kWh） 
15:36 イオンモール苫小牧着 
電費 5.4km/kWh、車速 40km/h、走行距離 162.9km、BATT 残容量 43％、消費量 8％ 
※普通充電では時間がかかるため急速充電設備へ移動。イオンモール苫小牧は 50kW 急速充電 
１時間（30 分×２回）充電を行い、BATT 残容量 81％、充電量 38％（23.56kWh） 
18:02 きのこ王国大滝本店着 
電費 5.2km/kWh、車速 41km/h、走行距離 218.7km、BATT 残容量 59％、消費量 22％ 
19:01 ニセコ町着 
電費 5.5km/kWh、車速 42km/h、走行距離 266.6km、BATT 残容量 46％、消費量 13％ 
累計消費電量 100％（62kWh） 
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走行実験の考察 
夏季と冬季を比較すると大きく電費効率に差が生まれた。これは車内冷暖房の稼働、およ

び外気温が起因すると考えられる。また、冬季はバッテリーの性能を維持するため、電力を
消費してバッテリーをヒーターで加熱しなければならず、この点も電費効率に影響している。 
 北海道は夏季において過ごしやすい天候であるため、冷房使用頻度は低く、また、市街地
以外では信号機の設置数も少ないため、一定速度での連続運転の影響もあり電費が伸びや
すい。その夏季とは相対的に、冬季は暖房の使用頻度が高く、また一定時間駐車後の車内は
外気温と同じ氷点下まで下がるため、電源を入れたタイミングで暖房がフル稼働となり、バ
ッテリー消費が多くなる傾向がみられた。また、充電実験でも見られたように、冬季の急速
充電では充電効率も下がるため、⻑距離利用の場合、注意が必要である。 
 早い段階で余裕をもって、近隣の急速充電設備を検索することも念頭におくべきだろう。
とくに冬季の新千歳空港往復テストではそれが顕著に表れた。EV を⻑時間利用するにあた
り、急速充電設備の存在は非常に重要である。 
 今回の結果より、電費効率から使用距離を推測する形となるが、充電設備が不十分な可能
性がある場所で利用する場合は、夏季は約 300〜350km、冬季は約 200〜250km と余裕をも
って考えておく必要がある事がわかった。 
 

 
図：冬季におけるニセコ〜新千歳間の⾛行データ 
 

 
写真：冬季⾛行実験時の洞爺湖周辺の路面（当日、ニセコは除雪後の圧雪路面、洞爺湖は一
部路面が露出、伊達・室蘭は乾燥路面）。冬季でも除雪後であれば時速 40〜50km で⾛行可 
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図：ニセコ周辺 EV 充電器設置状況。道の駅など滞在型施設に充電器未設置 
 

 
図：洞爺湖周辺の EV 充電器設置状況。道の駅、文化センター、役場、温泉協同組合など滞
在できる施設に急速充電器が設置されているため、不安なく EV による観光ができる。洞爺
湖から片道 40 分ほどにある室蘭市内には複数のディーラーにて急速充電器の利用が可能 
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（５）EV シェアカーの利用促進について 

EV シェアカーの利用促進 
 昨年度には期間限定としていた 5,000pt プレゼントキャンペーンを、通年行った。このポ
イントを使用することで EV シェアカーをお試しで利用していただける。以下が作成したチ
ラシとなる。 

 
図：EV シェアカーの利用促進のためのチラシ 
 
車内利用マニュアルの更新 

昨年度の利用者アンケートに、「e-Pedal 利用の不安」があったことを受け、e-Pedal の概
要をより分かりやすく明記し、車内に配備した（写真に操作箇所を明記し、視覚的に理解が
容易となるように配慮）本来であれば ON 状態が電費効率も上がり好ましいが、e-Pedal に
は一定の慣れが必要となることから、ON/OFF の切り替え方法を明確化することで、利用
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者の負担と安全性を考慮した。また、利用者の利便性向上、不安感解消を目的に、先述した
充電スポット検索方法の案内を新規で作成した。2023 年度に作成した充電器利用マニュア
ル（急速・普通）の更新も行った。 

  

 
図：追加、更新した⾞内マニュアル 
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商工観光課キャンペーンとのコラボ 
 12 月末から２月末にかけては、ニセコ町商工観光課と連携し、シェアリングエコノミー
推進キャンペーンを行った。このキャンペーンは、ニセコまちが用意するシェアカー単体に
留まらず、町内で提供されるシェアサービス（Times、Timee、Patto）が対象となり、自社
独自ポイントだけではなく、綺羅ポイントもプレゼントされるキャンペーンとなった。 
 時間的に余裕がない対応となったため、チラシ作成、SNS 発信、ポスティング実施など、
準備にかける日数が不足したが、このキャンペーンに参画することで、とくに１月から２月
にかけては冬季にも関わらず登録者数が増加し、同じ利用者が複数回利用していることも
確認できた。 
 商工観光課と連携し、町内広報へ差し込みなどを行うことで、認知度が広がったことで手
ごたえが感じられた。近隣住⺠と思われる方からも前向きな意見を得ることができた。 
 また Times 担当者より役場を通して、次年度は駅前・町⺠センターに設置予定のシェア
カー利用データを共有してもらえるとの話があった。 
 次年度以降にも継続して役場と連携したキャンペーンを打ち出すことができれば、シェ
アカーがニセコ町内における交通インフラの課題解決へ繋げる事もできる。 
 

 
図：町内シェアサービス推進に作成したチラシ 
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（６）アンケート調査による意識調査とそのとりまとめ 

アンケート調査 
 2023 年 12 月の EV シェアカー導入時から 2024 年３月にかけては、シェアカーの認知度、
アプリならびに EV の利用した感想についてアンケート調査を行った。 
 今年度は、促進につなげることを目的として、シェアリングサービスに対する意識調査、
および利用目的やマイカー所有台数、ならびにサービスの必要性を重点にアンケート調査
を行った。次ページ以降にアンケート調査の結果を掲載する。 
 

 
図：アンケート調査への協⼒依頼のチラシ 
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 アンケートの自由回答欄には、利用者から以下の参考意見が寄せられた： 
 個人所有する台数が少なく済むのは良い仕組みだと思います。サービスが⻑く続いて欲

しいです 
 もっといろんな車種があったら試乗感覚でも利用できると感じた 
 こういったサービスが観光地や各所で増えるとありがたいです 
 ⻑く続けて欲しいです 
 鍵が不要で携帯だけで乗車できたのが良かった 
 乗り心地も良く便利 
 初めてだったので⼾惑ったが、慣れると快適だと思います 
 アプリが分かりやすく、変更やキャンセルがスムーズだった 
 

課題となる意見、および対応した内容 
 充電に時間がかかる 

→ガソリン車や PHEV 車と異なり、EV カーの充電には最低限の時間が必要となる。
ニセコミライのソーラーカーポートで充電量の実証実験を行っていたタイミングにお
いては、満充電まで行わなかったが、現在は一般の利用頻度が上がっているため、基本
的には日々充電を行い、利用時に充電量が少ない状況をできる限り回避している。 
また⻑時間利用のため、利用途中に急速充電器（CHAdeMO）での充電をする必要が生
じる場合は、チャージ協力として次回利用時の 30 分無料券をアプリを通し発行してい
る。それ以外にチャージ時間を短縮する方法は、それ相応の容量を持った急速充電器の
インフラ設備が、町内および目的地周辺（近隣町村など）に必要となる 
 

 利用後の充電は協力ではなく義務にして欲しい 
→上記に付随するが、充電方法の記載、および利用後は充電するよう車載資料を用意し
ている。ただし、資料ファイルに目を通さない場合が一定以上いる可能性もあるため、
駐車位置に利用後の充電義務化を提示することを検討している。 
 

 アクセルの踏み具合（踏んでいないとすぐに⽌まる）が慣れずに最初は不安だった 
→昨年のアンケートでも上記内容に近い意見が寄せられた。e-Pedal のシステムについ
ては一定以上の慣れが必要となる。設定の変更方法の資料をより詳しく作成した 
 

 充電の減り具合が想像より早く心配だった 
→冬季利用時に起こりうる。走行テストで明記した通り、冬季では車の電源を入れると
まず初めに暖房が高稼働し車内を温めようとする。EV ではすべてをバッテリーで賄う
ため、当然ながら暖房が高稼働時には航続距離は大きく減少する。車載資料として、推
奨移動距離を用意するか検討している。 
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 施錠などがアプリからであり、操作してから施錠まで多少のタイムラグがあるのが気
になった 
→携帯の機種によって異なる事から対応不可となる。 
 

 利用開始時点で充電が 20％ほどで、利用中に充電をしたので、時間ロスになった 
→利用日を確認したところ、前日に他者の利用が確認されており、その後の充電がなさ
れていなかったことが原因であった。また、週末に起こった事象のため、ニセコまちと
しても対応が難しい。利用後の充電義務化を提示することを検討している。 

 


